
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３ 建物、屋外装備品等 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ５ 一 厨房設備用品及び衛生設備用品 

Ｌ２ 一 土木構造物及び土木用品 

Ｌ３ 一 組立て家屋、屋外装備品等 

Ｌ４ 一 建築用構成部材 

Ｌ６ 一 建築用内外装材 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   

   
８ 

定義 

施設物、建物とそれらの構成体、門、塀、さく、高置水槽等の屋外造作物及び屋外設備具とそれらの構成部

材並びに内装を分類する。 

 

Ｌ３－０台 その他の建物、屋外装備品等 

Ｌ３－１台 施設物 

Ｌ３－２台 建物 

Ｌ３－３台 組立て温室 

Ｌ３－４台 ベランダ、バルコニー等 

Ｌ３－５台 門、塀、さく等 

Ｌ３－６台 屋外設備具及び屋外造作物 

L３－７台 内装 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

ビニールハウス（Ｋ３－１２８０）を除く。 

仮設用のさく、門扉（Ｌ１－４）を除く。 

階段、壁、床、天井、屋根、建具等、建物の構成品（Ｌ４）を除く。 

金具、内外装材、構造材等、建物の構成部材（Ｌ４，Ｌ６，Ｌ７）を除く。 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－０ その他の建物、屋外装備品等 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－０ 全 その他の組立て家屋、屋外装備品等 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ０－０ Ｌ１～Ｌ７に属さないその他の建築物及び土木建築用品雑 （モニュメント、碑） 

Ｌ３－１００ 施設物 

Ｌ３－６０ 屋外設備具及び屋外造作物 

Ｌ３－７台 内装 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｋ３－１２８０ ビニールハウス 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   
 

定義 

Ｌ３台の他の分類に属さないものをＬ３－０に分類する。建物等の内部であってその建物等の外観が開示さ

れず、建物等の用途・機能が特定されないものについてはＬ３－０に分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

屋内設置室、設備室、ベランダ、バルコニー等、建物本体の内外に付加的に取り付けるためのユニット化さ

れた構成体はＬ３とし、その他の建物の構成品及び構成部材はＬ４，Ｌ６，Ｌ７に分類する。 

 
９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

建物等の内部であって、建物等の用途・機能が特定されないものであっても、意匠に係る物品の欄に「～の内

装」と記載されたものは、L３－７台（内装）に分類する。 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－１００ 施設物 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－１０ 一 施設物 

Ｌ２－１５ 全 高架タンク等 

Ｌ２－１７ 全 煙突 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ０－０ Ｌ１～Ｌ７に属さないその他の土木建築用品雑 （モニュメント、碑） 

Ｌ３－０ その他の組立て家屋、屋外装備品等 

Ｌ３－６０ 屋外設備具及び屋外造作物 

Ｌ３－６２０ 高置水槽等 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

展望塔 観測塔 高架タンク 

ガスタンク 煙突 危険物の貯蔵施設 

変電所 火葬施設 汚物処理施設 

灯台   
８ 

定義 

屋外に独立して構築、設置する人の居住を目的としない種々の建物、構築物、設置物等を分類する。 

Ｌ３－１１台…環境施設物、Ｌ３－１２台…情報施設物、Ｌ３－１３台…交通施設物、Ｌ３－１４台…送電通信

施設物とし、これら下位の分類に属さないものをここへ分類する。 

組み立てることで成り立つ施設物も含む。施設物の内部であって、その施設物の外観が開示されないもの（内

装の意匠は除く）も含む。 

建物と独立して構築しない、高置水槽（Ｌ３－６２０）、住宅用暖房機器及びふろがま等の吸排気筒（Ｄ４－

０、Ｄ５－３３９０）を除く。 

 

９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 
 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 529466  
高架水槽 登録 1654690 

天然ガス供給用サテライト施設物 

 

登録 1505483 
組立式自動車展示棟

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－１０１ 屋外用ごみ収納庫 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－１０ 一 施設物 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｌ３－２２００ 組立て物置 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

屋外用ごみ収納庫 廃棄物用置台  

   
８ 

定義 

屋外のごみ集積所に設置されるごみ収納庫、収納箱、囲い、台等を分類する。 

ごみの上にかぶせるカバー、ネットを含む。 

また、それらの部品付属品を含む。 

 

 

 

９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

屋外用であっても、蓋や扉のない、ごみ投入口が開口したごみ箱は、Ｃ３－３７００。 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1084279 
ごみ集積用ボックス 

登録 1075855 
屋外用ごみ収集箱 





意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－１２ 情報施設物 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－１２ 全 情報施設物 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ６－５１０ 収納棚、載置台 

Ｌ３－１３０ 交通施設物 

Ｌ３－１４０ 送電通信施設物 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

電話ボックス 郵便ポスト 時計塔 

   
８ 

定義 

時計塔、郵便ポスト、電話ボックス等情報伝達に関連する施設及びその構成体・Ｌ構成部材を分類する。た

だし基本構造材（Ｌ７－１１）は除く。 

なお、電柱、鉄塔は、送電通信施設物（Ｌ３－１４０）に分類する。 

 
 

 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

屋外に設置することを目的とした屋根、側壁、覆い等が設けられた電話ボックス等以外の電話載置台等は

家具としてＤ６－４５、Ｄ６－５１０に分類する。 

屋外用時計塔に取り付けられる時計本体や、建造物の壁面に取り付けられる大型からくり時計はＪ２（Ｊ２－

０、Ｊ２－５００）に分類する。 
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1048081 
時計塔 

登録 1047877 
郵便ポスト 

登録 937502 
電話ボックス 
（正面図） 
 
 

登録 1073247 号 
時計取り付け用柱 

      

698495 
進入灯用柱 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－１３０ 交通施設物 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－１３ 一 交通施設物 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－１２ 情報施設物 

Ｌ３－１４０ 送電通信施設物 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

停留所 待合所 改札ボックス 

旅客搭乗橋   
 

定義 

交通に関する施設物及びその構成体・構成部材を分類する。組み立てることで成り立つ交通施設物も含

む。ただし基本構造材（Ｌ７－１１）は除く。自動改札機（Ｊ５－４０）、交通信号機（Ｊ６－４１）、道路標識（Ｆ５

－１００）、組立て橋りょう（Ｌ２－５０１０）、組立てトンネル（Ｌ２－５０２０）、組立て道路（Ｌ２－５１）、スノー

シェード（Ｌ２－５４００）、防風防雪さく、雪崩予防さく（Ｌ２－５４２０）、道路用防音壁（Ｌ２－５４３０）、道路用さ

く（Ｌ３－５３００）を除く。下位のＬ３－１３１０（車庫及び二輪車収納庫）に属さないものをここに分類する。 

交通施設物の内部であって、その交通施設物の外観が開示されないもの（内装の意匠は除く）も含む。 
 

 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1171339 
待合所 
（正面図） （右側面図） 

登録 844803 
船客乗降用通路 
   （正面図） 

 

（右側面図） 

 

793369 
索道用支柱 

484243 
ﾁｪｱｰﾘﾌﾄ用支柱 

登録 1449922 
旅客機乗降用タラップ

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－１３１０ 車庫及び二輪車収納庫 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－１３ ― 自転車用載置台、車両退出阻止機 

Ｌ３－２３０ 全 組立て車庫 

Ｌ３－２３０Ａ 全 組立て車庫（上屋型） 

Ｌ３－２３１ 全 二輪車収納庫 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－１１ 環境施設物 

Ｌ４－２２００ 庇及び建物用日よけ 

Ｌ３－２２００ 組立て物置 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

自転車用載置台 組立て車庫 二輪車収納庫 

立体駐車場   

   

   
８ 

定義 

車及び二輪車等を収納または留めておくために用いるものを分類する。 

多数の自動車を複数の階層で保管する立体駐車場、及びその構成体・構成部材などもここに分類する。車

庫又は二輪車収納庫の内部であって車庫又は二輪車収納庫の外観が開示されないもの（内装の意匠は除く）も

含む。 

 

 

９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

自転車専用ではない物置はＬ３－２２００に分類する。 

 

過去に分類した物品の名称 

ガレージ   

   

 

登録 1166371 
ガレージ（Ｌ３－１３１０Ａ） 
 

登録 1089175 
自転車収納庫 

（正面図） （右側面図） 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－１３１０ Ａ 車庫型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－２３０ 一 組立て車庫 

Ｌ３－２３１ 一 二輪車収納庫 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－２２００ 組立て物置 

  

  
 

定義（図例必須） 

車庫及び二輪車収納庫のうち、屋根、壁、シャッター等により、ほぼ閉じた空間を形成するもの。 

 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には   

          を付与する。 

Ｂ 上屋型 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

ガレージ 
1166371 号 

オートバイ用車庫 
1137141 号 

組立車庫 
1090693 号 





Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－１３１０ Ｃ 駐車機型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－２３０ 一 組立て車庫 

Ｌ３－２３１ 一 二輪車収納庫 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

車両を載せたり、固定したりする台、器具を有するもの。 

車両退出阻止機を含む。 

 

７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

自動車整備用リフトはＧ１－３００（ジャッキ、リフト等）に分類する。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

 

屋根付き自転車用載置台 
986793 号 

駐車機 
1072361 号 

自動車用駐車機 
1026514 号 

登録 1053154 
駐車場用車両退出阻止機 

（平面図） 

（正面図） 

登録 1108511 
車両退出阻止機 
 
 

 

登録 1122497 
自転車駐輪台 

自動車用駐車機の載置台 
967036 号 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－１３１９ 車庫構成品及び二輪車収納庫構成品 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－２３２ 全 組立て車庫構成品及び二輪車収納庫構成品 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

組立て車庫枠体   

   

   

   
８ 

定義 

基本構造材（Ｌ７－１１）を除く、車庫・二輪車収納庫用の構成品等。 

 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

パレット落下防止機 
1084530 号 

二輪車収庫用枠 
807602 号 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－１４０ 送電通信施設物 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ２－１６０  全 鉄塔、電柱等 

Ｌ２－１６１  全  鉄塔 

Ｌ２－１６２  全 電柱 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－１２ 情報施設物 

Ｌ３－１３０ 交通施設物 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

鉄塔 テレビアンテナ用鉄塔 送電塔 

電柱 電波塔  

   
 

定義 

・ 施設物（Ｌ３－１００ 定義参照）のうち、送電、通信のための施設物を分類する。 

・ 電柱、送電（用鉄）塔、鉄道架線（支）柱、通信用鉄塔などを分類する。 

 

 

 

1135769 ｱﾝ

ﾃﾅ搭載用鉄塔 

1133886 
送電用の鉄塔 

1135770 ｱﾝ

ﾃﾅ搭載用鉄塔  

892819
電柱 

468854  
通信機用保持具 

機器除 

865111 
鉄道用架線柱 
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分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 

・索道用支柱はＬ３－１３０に、また進入灯用柱はＬ３－１２に分類。 

 

 

過去に分類した物品の名称 

鉄塔 通信用鉄塔 送電用鉄塔 

アンテナ用鉄塔 中継基地用鉄塔  

   

 

L3－130 
793369 
索道用支柱 

L3－130 
484243 
ﾁｪｱｰﾘﾌﾄ用支柱 

L3－12 
698495 
進入灯用柱 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｌ３－２０００ 建物 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－２００ 全 組立て家屋等 

Ｌ３－２５ 全 水上家屋 

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－５００ 門，塀，さく等 

  

  
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

建物 ビルディング オフィスビル 

商業ビル 超高層マンション タワーマンション 

興行場 学校 体育館 

病院 劇場 観覧場 

集会場 展示場 百貨店 

市場 ダンスホール 遊技場 

公衆浴場 旅館 工場 

ホテル 物流倉庫 トレーラーハウス 
D C S  

定義 

Ｌ３－２台は、家屋、屋内設置室、物置、店舗、テントを分類する。海・湖・池等の水面に浮かべる居住性を主目

的とした家屋を含む。２０階以上の超高層マンション、タワーマンション（10 階程度）を含む。オフィスビル、商業ビ

ルを含む（いずれも複合型を含む）。 

船舶のように水上での交通を主目的としたもの（Ｇ３）は除く。 

下位の小分類に属さないものをここに分類する。 

組み立てることで成り立つ建物等も含む。 

下位の小分類に属さない建物の内部であってその建物の外観が開示されないもの（内装の意匠は除く）も含

む。 

 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

建物の内部であっても、化粧室、浴室等の衛生設備室はＬ３－２０２０に分類する。 

 

過去に分類した物品の名称 

登録 1526224 
組立て屋内水泳競技場

 

登録 1423499 
膨張式シアター

 

登録 1206449 
美術館叉は音楽ホールの用途の施設
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この意匠分類には、屋内等に独立して設置される組立ての室・ブース等を分類する。建築物の内部について

は、それぞれの建築物の分類を付与し、内装の意匠についてはＬ３－７０～７３を付与する。 

浴室、便所、シャワー室、更衣室、サウナ室等、住宅衛生設備室はＬ３－２０２０に分類。 

床の間の床部のみのものはＬ４－３３０床に分類。 

ベッド等寝ることを主目的とするものはＤ７－３００に分類。 

室を構成する物品でも、明らかにベッド等に付随するもの（例えば天蓋、覆い）はＤ７－３９０に分類。 

 

※以下、Ｌ３－２０１０とＤ７－１０との関係に関して 

エリア形成用の枠体によって休息スペース等の空間領域が設けられているのであれば、テーブル又は机が

付随していても、Ｌ３－２０１０を付与する。 

 

※以下、Ｌ３－２０１０とＤ７－１４１、Ｄ７－１４２との関係に関して 

出願意匠が、付随するパーティション又は幕板により、周りの空間から仕切られているテーブル又は机で

あっても、テーブル又は机としての使用が主目的のものに関しては、Ｄ７－１４１ＥＢ又はＤ７－１４２ＥＢを付

与する。 

ただし、そうした出願であっても【意匠に係る物品】の欄の記載が「○○ブース」となっている出願はＬ３－２０

１０に分類する。 

 

※以下、Ｌ３－２０１０とＤ７－４０との関係に関して 

物品名に「間仕切り」の語を含む間仕切り家具や簡易な間仕切りに係る意匠については原則としてＤ７－４

０を付与するが、独立した部屋としての空間を形成する、家具と呼べない大型のものに関しては、Ｌ３－２０１

０を付与する。また、物品名に「ブース」「室」などの語を含む場合にはＬ３－２０１０に分類する。 

 
D C S  

過去に分類した物品の名称 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

屋外に設置される仮設トイレ、公衆便所はＬ３－１１。 

天井・壁等が無く、住宅内部の設備室を構成しないサウナぶろはＤ５－３１４０。 

 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

D5-3140 
登録 762264 号 サウナぶろ 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－２０２９ 住宅衛生設備室構成体 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ５－６９ 全 住宅衛生設備室部品及び付属品 

Ｄ５－３０ 一 浴室用洗い場、洗い場付き浴槽載置台 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｍ２－５５２ シャワーヘッド 

Ｍ２－５５０ 給水栓 

Ｄ６－５３ 壁掛け棚、つり戸棚 

Ｃ４－２５０ トイレットペーパーホルダー等 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり、階段用手すり 

Ｄ５－４９５ 便所用介助具 

Ｄ５－３１３ 洗い場付き浴槽 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

衛生設備室用天井 衛生設備室用床 衛生設備室用壁 

浴室用洗い場 洗い場付き浴槽載置台 浴室用シャワー 

浴室用手すり トイレ用手すり 洗面台用手すり 
 

定義 

住宅衛生設備室を構成するもの。 

登録 916900 号 
洗い場付き浴槽載置台 

登 録 1176723 号 

浴室用カウンター 
登録 1157476 号  
浴室用鏡付き収納棚 

登録 1170122 号 
浴室用天井 

登録 1092922 号  
浴室用壁面板 

登録 1019327 号  
浴室用シャワー 

登録 1032261-002 号 
建物用手すり 

登録 951027 号 
トイレ用床板 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・取っ手・手すりについて 

住宅衛生設備室に使用する取っ手・手すりは、便器に直接取り付ける、便器の三方向以上を囲むように

設置する、ペーパーホルダーなど便所特有の機能を有する等、便所専用のもの（Ｄ５－４９５）以外は、部

品を含みＬ３－２０２９に分類する。 

住宅衛生設備室以外で用いられる取っ手・手すりは、設置する場所によって分類が別れるが、住宅衛

生設備室に用いられるものは設置する場所を問わずＬ３－２０２９に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅衛生設備室以外で用いられる取っ手・手すりで、ペーパーホルダーなど便所特有の機能を有する等、

便所専用のものはＤ５－４９５（便所用介助具）に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

便器周辺に取り付ける取っ手・手すりもＬ３－２０２９に分類する。 

 

 

Ｄ５－４９５ 
登録 1173324 号 

「大便器用肘掛けの

取 付 用 フ レ ー ム 」

 

Ｄ５－４９５ 
登録 1102508  

「便器用背もたれ付き手すり」

 

 

Ｄ５－４９５ 
登録 1188335 号 

「手すりペーパーホルダー」 

 

Ｌ３－２０２９ 

登録 1285215 

「浴室用手すり」 

 

Ｌ３－２０２９ 

登録 1285976 

「手すり」 
【意匠に係る物品の説明】 
本願物品は、使用状況参考図にあるように、主として、ト

イレ、浴室、玄関等に、設置して、使用するものである。

 

Ｌ３－２０２９ 

登録 1150869 号 

手摺り

 

Ｌ３－２０２９ 

登録 1150873 号 
手すりの握り棒

 

Ｌ３－２０２９ 
登録 1094378 号 

介助用手摺り

 

Ｌ３－２０２９ 
登録 1077966 号 

介助用手摺り
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住宅衛生設備室以外で用いられる取っ手・手すりで、壁面に設置するものはＬ３－５３３（壁取付け用手す

り）に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅衛生設備室以外で用いられる取っ手・手すりで、地面、または、一方を壁面、一方を床に設置するさく

状のものはＬ３－５３００（塀，さく及び手すり）に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長尺の手すり材はＬ３－５９３（塀，さく，手すり等笠木）に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 浴室用の棚・カウンターについては、壁面設置用の横に長いものをＬ３－２０２９に分類し、短いものは、D

６－５３に分類する。ただし、水切り機能の有無は問わない。 

なお、鏡・蛇口・照明・滑り止め等の浴室特有の機能を伴っている場合は、いずれもＬ３－２０２９に分類

する。 

・ 洗い場付き浴槽はＤ５－３１３。 

・Ｍ２－５代との切り分けについて 
①シャワーについて 

浴室用シャワーは、自立型（例１）、壁取り付け型（例２、例３）にかかわらず、基本的にＬ３－２０２９に分

類する。ただし、水栓にハンドシャワーのみがホース等で付属しているもの（例４）、ハンドシャワーとホース

のみで構成されるもの（例５）に関しては、例外的にＭ２－５５０に分類する。 
 ②シャワーの部品及び付属品について 

シャワーヘッドのみ（例６）はＭ２－５５２に分類し、シャワーヘッドホルダーのみ（例７）は、シャワーヘッド

の付属品とみなして、Ｍ２－５９００に分類する。ここで言うシャワーヘッドホルダーとは、例７で示したよう

な、シャワーヘッドの保持具のみを言い、それ以外のシャワーヘッドホルダーの高さ調節バー、手すり、棚、

カウンター等が含まれるもの（例８，例９）は、全てＬ３－２０２９に分類する。 
 ③シャワー以外の付属品を有する水栓（例：バー付き水栓等）について 

 浴室用水栓に、シャワー以外の構成体（例：高さ調節バー、手すり、棚、カウンター等）が付属するもの（例

１０）は、全てＬ３－２０２９に分類する。 

Ｌ３－５９３ 

登録 1175924 

「壁面ガードレール材」 

Ｌ３－５９３ 

登録 1173840 

「手すり材」

 

Ｌ３－５３３ 

登録 1094545  

 「エレベータかごの手摺」

   

 

 

Ｌ３－５３３ 

登録 1158311  

「手摺」 

 

Ｌ３－５３３ 

登録 1049942 

 「建物用ガードレール」 

  

 

Ｌ３－５３００ AF 

登録 1077163 

「階段用手すり」

 

Ｌ３－５３００ AA、D 

登録 1255845 

「手摺り」

 

Ｌ３－５３００ AF 

登録 1298111 

「段差用手すり」

Ｌ３－５３００ AB 

登録 1257925 

「バルコニー手すり」
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－２１ 住宅 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－２１ 全 組立て家屋 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

組立て家屋 住宅 マンション 

共同住宅 寄宿舎 下宿 
８ 

定義 

一般住居用の家屋を分類する。建築物としての家屋も含む。水上家屋（Ｌ３－２０００）を除く。家屋の内部で

あってその家屋の外観が開示されないもの（内装の意匠は除く）も含む。 

 

９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

組立て店舗はＬ３－２４に分類する。 

マンション等の共同住宅は、住居専用でかつ比較的低層（概ね１０階以下）のものをＬ３－２１に分類し、これ

に該当しない事務所・商業施設と複合したもの、または、高層マンション（タワーマンション）をＬ３－２０００に

分類する。 

家屋の内部であっても、化粧室、浴室等の衛生設備室はＬ３－２０２０に分類する。 
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

組立家屋 
1438023 号 

組立家屋 
1151770 号 

組立家屋 
1136774 号 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－２１ Ａ ろく屋根型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－２１ 一 組立て家屋 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

水平、あるいは勾配の極めてゆるやかな、ほぼ水平に近い屋根のものを分類する。 

７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

組立家屋 
1135755 号 

 

組立家屋 
1169266 号 

 

組立家屋 
1139533 号 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－２１ Ｂ 集合住宅型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－２１ 一 組立て家屋 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

一棟の建物が構造上数個の部分に区画され、各区画がそれぞれ独立して住居に利用されるものを分類す

る。 

 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

組立家屋  
1136774 号 

組立家屋 
1169266 号 

 

組立家屋 
1101577 号 

組立家屋 
1438023 号 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－２２００ 物置 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－２２０ 全 組立て物置 

Ｌ３－２２０Ａ 全 組立て物置（ロッカー型） 

Ｌ３－２２０Ｂ 全 組立て物置（庇型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ６－５１０ 収納棚、載置台 

Ｄ６－５１２ 収納棚、載置台（扉のみ型） 

Ｄ６－５１４ 収納棚、載置台（引き戸のみ型） 

Ｄ６－５１６ 収納棚、載置台（ロッカー型） 

Ｌ３－１０１ 屋外用ごみ収納庫 

Ｌ３－１１ 環境施設物 

Ｌ３－１３１０ 車庫及び二輪車収納庫 

Ｌ３－４００ ベランダ、バルコニー等 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

組立て物置 収納庫 倉庫 

   
８ 

定義 

通常、屋外に設置し雑品を収納しておく小屋を分類する。自転車専用の収納庫は除く。 

大きくても床面積１０畳程度のもの。 

建築物としての物置も含む。物置の内部であって、その物置の外観が開示されないもの（内装の意匠は除く）も

含む。 

９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

自転車専用の収納庫はＬ３－１３１０（車庫及び二輪車収納庫）に分類する。 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

組立物置 
1135470 号 

収納庫 
1102821 号 

組立上屋 
760263 号 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－２２００ Ａ 上屋型 
 

 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－２２０Ｂ 全 組立て物置（庇型） 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－１１ 環境施設物 

Ｌ３－４００Ｂ ベランダ、バルコニー等の屋根構成型 

Ｌ３－１３１０Ｂ 車庫及び二輪車収納庫の上屋型 

  
 

定義（図例必須） 

庇（屋根）とそれを支える柱とを主な構成要素とした物置場の覆い（囲い）。 

 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

自転車専用ならば、Ｌ３－１３１０に分類する。 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

組立家屋 
760263 号 

組立物置 
887321 号 

組立物置 
820211 号 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－２２１ 物置用構成品 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－２２１ 全 組立て物置用構成品 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

組立て物置用換気パネル   

   

   

   
８ 

定義 

基礎部材（Ｌ４，６，７）を除く、物置の構成品等。 

 

 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 

 
 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

組立物置用掛け具 
1063240 号 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－２４ 店舗 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－２４ 全 組立て売店 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

組立て売店 組立て店舗 自動販売機用小屋 

   
８ 

定義 

商品及びサービスを提供するための建物。 

建築物としての店舗も含む。店舗の内部であってその店舗の外観が開示されないもの（内装の意匠は除く）も

含む。 

 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

●商品陳列用具等（Ｆ５－２０）との関係について 

屋台状（家を模した台状）のものを含め、取付け用の販売台および販売陳列用のワゴン等はＦ５－２０へ。

ただし、人が中に入って販売できるものはＬ３－２４へ。 

●店舗の内部であっても、化粧室、浴室等の衛生設備室はＬ３－２０２０に分類する。 
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

組立売店 
1042174 号 

組立売店 
977433 号 

組立売店 
1150035 号 

組立店舗 
1169135 号 

金銭預入支払機用店舗 
1062450 号 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－２６０ テント等 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－２６０ 全 テント等 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－１１ 環境施設物（組立て日よけ、シェルター） 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

日よけテント 天幕  

   

   

   
８ 

定義 

Ｌ３－２６代はテントを分類するが、Ｌ３－２６１テントには、側面まで覆われた物のみを分類し、枠体全体を

覆わない天幕型のテント、あるい車に取り付けて張るなど他の物を支持体として利用するテントは、ここに分

類する。 

 

９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 

 
 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

テント 
933111 号 

天幕 
1121923 号 

組立日よけテント 
911226 号 

天幕 
979059 号 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－２６１ テント 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－２６１ 全 テント 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｋ３－１２８０ ビニールハウス 

Ｌ３－３００ 組立て温室 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

テント   

   

   

   
 

定義 

枠体全体に幕を張り、内部空間を確保するもの。 

９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

枠体全体を覆わない天幕型のものはＬ３－２６０に分類する。 

 
 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

テント 
1119720 号 

テント 
1079948 号 

テント 
1045353 号 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－２６９ テント部品及び付属品 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－２６９ 全 テント部品及び付属品 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ２－２２２０ 法面用くい等 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

テント柱 テント用枠 テント柱キャップ 

テント用くい   

   

   
８ 

定義 

テント用の部品・付属品 

９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

テント用継ぎ手 
1138629 号 

テント用ペグ 
1102692 号 

テント用枠 
1044899 号 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－３００ 温室 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－３０  一 組立て温室及びビニールハウス 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

組立て温室   

   

   
 

定義 

植物等の育成、栽培のための小屋。壁面、天井面をガラス等のパネルで構成するものとし、ビニール等の

シート、フィルムで構成するものはＫ３－１２８０ビニールハウス。 

建築物としての温室も含む。温室の内部であってその温室の外観が開示されないもの（内装の意匠は除く）も

含む。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｌ３－３００ 
登録 956811 号 
「組立温室」 

 

Ｌ３－３００ 
登録 1078057 号 
「組み立てハウス」 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－３９００ 温室部品及び付属品 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－３９０  一 組立て温室及びビニールハウス部品及び付属品 

Ｌ３－３９１ 一 組立て温室用枠及びビニールハウス用枠 

Ｌ３－３９２ 一 組立て温室用枠連結具及びビニールハウス用枠連結具 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   

   
 

定義 

温室の部品及び付属品。 

構造材、枠材を除く。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

構造材、枠材は、Ｌ７－１０。 

ビニールハウスの部品、付属品はＫ３－１２８９台。 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－４００ ベランダ、バルコニー等 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－４１ 全 ベランダ、バルコニー等 

Ｌ３－４２ 全 濡縁 

Ｌ３－４３０ 一 窓用さく、窓用面格子等 （花台等床面のある窓用さく） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－２２００ 組立て物置 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ４－２２００ 庇及び建物用日よけ 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

バルコニー ベランダ サンルーム 

ポーチ ポーチ用屋根 濡れ縁 

花台 フラワーバルコニー 窓用さく 

窓手すり   
８ 

定義 

建物の延長として建物側面から外部に突出する部分。バルコニー、ベランダ、サンルーム、ポーチ等。 

Ｌ３－４００Ａ 
登録 1176195 号 
「フラワーボックス」 

 

Ｌ３－４００Ａ 
登録 1143283 号 
「バルコニー」 

 

Ｌ３－４００Ａ 
登録 1138737 号 
「ガーデンデッキ」 

 

 





意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

3 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｌ４－２２００ 
登録 1035394 号 
「玄関用庇」 

 
 

Ｌ２－５２２ 
登録 903829 号 
「テラス用床」 

 

 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－４００ Ａ 床構成型 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－４１ 一 ベランダ、バルコニー等 

Ｌ３－４２ 一 濡縁 

Ｌ３－４３０ 一 窓用さく、窓用面格子等  
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D RM  

定義（図例必須） 

床部があって、かつ屋根部が無いもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

さくや手すりのない床体のみのガーデンデッキ等もこのタームを付与するが、多数並べて床面を構成する板

状、ブロック状の単位体はＬ２－５２４舗装用ブロック等に分類する。 
D RM  

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 ＡとＢを組み合わせた意匠には

ＣあるいはＤを付与し、その他の

組み合わせた意匠には意匠分

類のみを付与する。 

Ｂ 屋根構成型 

Ｃ 床、屋根構成型 

Ｄ 密閉室型 
D RM  

過去に分類した物品の名称 

   

 

Ｌ３－４００Ａ 
登録 863978 号 
「窓用フラワーボックス」 
 
 

 

 

Ｌ３－４００Ａ 
登録 1165016 号 
「バルコニー」 

 

Ｌ３－４００Ａ 
登録 1143283 号 
「バルコニー」 

 

Ｌ３－４００Ａ   
登録 1035374 号 
「玄関ポーチ」 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－４００ Ｂ 屋根構成型 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－４１  一 ベランダ、バルコニー等 

   

   

   
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－２２００Ａ 組立て物置 上屋型 

  

  
 

定義（図例必須） 

屋根部があって、かつ床部が無いもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
D RM  

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 ＡとＢを組み合わせた意匠には

ＣあるいはＤを付与し、その他の

組み合わせた意匠には意匠分

類のみを付与する。 

Ａ 床構成型 

Ｃ 床、屋根構成型 

Ｄ 密閉室型 
D RM  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｌ３－４００Ｂ 
登録 1167876 号 
「テラス」 

 

Ｌ３－４００Ｂ 
登録 1095642 号 
「玄関ポーチ」 

 

Ｌ３－４００Ｂ 
登録 1176189 号 
「テラス」 
 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－４００ Ｃ 床、屋根構成型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－４１ 一 ベランダ、バルコニー等 

Ｌ３－４２ 一 濡縁 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

床部、屋根部を合わせ持つ構成のもの。密閉されるものは除く。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

密閉されるものはＤ…密閉室型を付与する。 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 ＡとＢを組み合わせた意匠には

ＣあるいはＤを付与し、その他の

組み合わせた意匠には意匠分

類のみを付与する。 

Ａ 床構成型 

Ｂ 屋根構成型 

Ｄ 密閉室型 
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｌ３－４００Ｃ   
登録 835792 号 
「庇・シャッター付窓用手すり」 

   

Ｌ３－４００Ｃ   
登録 835792 号 
「日除け付き手摺」 
 

 

Ｌ３－４００Ｃ  
登録 1095756 号 
「バルコニー型ハウステラス」 
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1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－４００ Ｄ 密閉室型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－４１  一 ベランダ、バルコニー等 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

サンルーム等、密閉された空間を形成するもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 ＡとＢを組み合わせた意匠には

ＣあるいはＤを付与し、その他の

組み合わせた意匠には意匠分

類のみを付与する。 

Ａ 床構成型 

Ｂ 屋根構成型 

Ｃ 床、屋根構成型 
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｌ３－４００Ｄ 
登録 1116729 号 
「サンルーム」 

 

 

Ｌ３－４００Ｄ 
登録 1081141 号 「テラス」 

 

    

Ｌ３－４００Ｄ 
登録 913737 類似 1 号 
「サンルーム」 
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1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－４９０ ベランダ、バルコニー等部品及び付属品 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ４－０２９  一 ベランダ用構造材部品及び付属品（金具以外） 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   

   
 

定義 

バルコニー、ベランダ、サンルーム、ポーチ等の部品及び付属品。 

Ｌ３－４９０ 
登録 985899 号」 
「バルコニー用支柱」 

 

Ｌ３－４９０ 
登録 734818 号 
「バルコニー用支持金具」 
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2 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

ベランダ、バルコニー等の部品のうち、構造材と金具類は基本的にはここに分類せず、Ｌ７－１代建物用構

造材、枠材、Ｌ４－５２０屋根用金具等、Ｌ４－５７床用支持具に分類する。ただし、ベランダ、バルコニー等特

有の形状のものは、構造材、金具と称していてもここに分類する。 

ベランダやポーチ用の屋根については、支柱等の支えを必要とするものについては、ここに分類するが、支

え無しで壁面に取り付けられるものは、Ｌ４－２２００庇及び建物用日よけに分類する。 

多数並べて床面を構成する板状、ブロック状の単位体はＬ２－５２４舗装用ブロック等に分類し、脚部や手す

り、さくのついた単位体はここに分類する。 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

 

Ｌ３－４９０ 
登録 1089854 号 
「組立テラス」 

 

Ｌ３－４９０   登録 984405 号   「建物用庇」 
 

 

Ｌ４－２２００ 
登録 1035394 号 
「玄関用庇」 

 
 

Ｌ２－５２４ 
登録 903829 号 
「テラス用床」 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５０ 一 屋外造作物（鳥居、塀） 

Ｌ３－５３０ 一 さく 
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉等 
Ｌ２－５４２０ 防風、防雪さく及び雪崩予防さく 
Ｌ２－５４３０ 道路用防音壁 
Ｌ３－１１ 環境施設物 
Ｌ３－２０００ 組立て家屋等 
Ｌ３－４００ ベランダ、バルコニー等 
Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 
Ｌ３－５０２ 門（扉無し） 
Ｌ３－５０３ 伸縮門扉付き門 
Ｌ３－５０４ 門（扉付き） 
Ｌ３－５１００ 門扉 
Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 
Ｌ３－５３１ ガーデンフェンス 
Ｌ３－５３２ 道路用移動さく 
Ｌ３－５９０ 門、塀、さく等部品及び付属品 
Ｌ３－５９１ 塀用ブロック 
Ｌ３－５９６ 門、塀、さく用装飾体 
Ｌ４－３４０ 階段 
Ｌ４－６２４０ 雨戸等 
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

鳥居 塀 門 

   
D C S  

定義 

 土地の境界や区画等を囲うために使用する構築物、出入り口（開口部）として設けられた構築物、及びそ

れらの部品、付属品であって、下位に展開するいずれの分類にも属さないもの。 

 塀、さく、道路用安全さく、手すり等と結合したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録第９３０１６７号  

プラットホーム用ドア 
登録第８９３１８３号 フェンス 登録第８１４３９６号  

扉付き道路用安全さく 
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 セメント、コンクリート、焼成ブロック等で一体に形成された厚みのあるパネル状のもので、横方向に施設

するもの。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

縦方向に積み重ねて塀とするものは含まない（→Ｌ３－５９１塀用ブロック）。 

仮設用のものは含まない（Ｌ１－４４）。 

防風、防雪さく及び雪崩予防さくは含まない（Ｌ２－５４２０）。 

道路用防音壁は含まない（Ｌ２－５４３０）。 
D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

D C S  

過去に分類した物品の名称 

扉付きフェンス プラットホーム用ドア 塀用ブロック 

   

 

登録第 875820 号 

塀用ブロック 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５０１ 一組の土木建築用品セット（門柱、門扉

及びフェンス等から構成されるもの） 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５０ 一 屋外造作物 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５０２ 門（扉無し） 

Ｌ３－５０３ 伸縮門扉付き門 

Ｌ３－５０４ 門（扉付き） 

Ｌ３－５１００ 門扉 

Ｌ３－５２００ 門柱 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

一組の土木建築用品セット   

   
 

定義 

一組の土木建築用品セットのうち、門柱、門扉及びフェンス等から構成されるものを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

門柱に門扉を取り付けて、一体として表したもの→Ｌ３－５０２（門） 

門扉と、さくを一体として表したもの→Ｌ３－５００（門、塀、さく等） 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

この分類は組物の意匠分類であり、D ターム VZQ を付与する。 

 

過去に分類した物品の名称 
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1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５０２ 門（扉無し） 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５０ 一 屋外造作物 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉等 

Ｌ３－１１ 環境施設物 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 

Ｌ３－５０３ 伸縮門扉付き門 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

門   

   

   
 

定義 

門のうち、通行のための開口部に扉を設けていないもの。 

 

    登録第１０７０８０７号      登録第１０５５１３５号      登録第１１４３４１６号 

 他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠）（付与優先関係、懸案事項など） 

仮設用の門は含まない→（Ｌ１－４４） 

 

 
９ 

分類付与運用メモ  

 

 

過去に分類した物品の名称 

門   
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1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５０３ 伸縮門扉付き門 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５０ 一 屋外造作物 

Ｌ３－５１１ 全 伸縮門扉 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 

Ｌ３－５０２ 門（扉無し） 

Ｌ３－５０４ 門（扉付き） 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

伸縮門扉付き門 伸縮門扉  

   

   

   
 

定義 

門の扉部分について、パンタグラフ構造（水平パンタグラフ、垂直パンタグラフ）の伸縮扉で構成されている

もの。支柱等のない、伸縮門扉のみのものを含み、ＤタームＡを付与する。 

 他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠）（付与優先関係、懸案事項など） 

扉部分が単なる折戸、引き戸のものは、含まない。 

 
 

分類付与運用メモ  

 

 

過去に分類した物品の名称 

門 伸縮門扉  

   

 

登録 861188 「門」 登録 875087 「門」 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５０３ Ａ 扉のみ型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５１１ 一 伸縮門扉 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉等 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 
 

定義（図例必須） 

門扉のみの構成のもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡単な門扉用支柱を取り付けたものを含む。 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数

組み合わせた意匠

にはＤタームを付与

しない。 

  

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

門扉 伸縮門扉  

   

 

登録 1180410   「門扉」 

 

 

 

登録 875373   「門扉」 登録 1021103   「門扉」 

登録 649862 「門扉」 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５０４ 門（扉付き） 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５０ 一 屋外造作物 

Ｌ３－５１０ 一 門扉 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉等 

Ｌ３－１１ 環境施設物 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 

Ｌ３－５０２ 門（扉無し） 

Ｌ３－５０３ 伸縮門扉付き門 

Ｌ３－５１００ 門扉 

Ｌ３－５２００ 門柱 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

門   
８ 

定義 

境界、区画等の囲いに、通行のための出入り口（開口部）として設けられた扉付き構築物。 

簡易なものであっても支柱があるものは、門扉（Ｌ３－５１００）ではなく、ここに分類する。 

立体自立型の引き扉型門扉については支柱無しであっても門扉（Ｌ３－５１００）ではなく、ここに分類する。 

 

登録 965286  

門扉    Ｌ３－５０４ 

 

 

登録９６３２０４ 「門扉」 

Ｌ３－５０４ＣＣ 

 

 

登録 1165687  

「門扉」 

Ｌ３－５０４ 
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登録 961197  

「牧柵の開閉口」 Ｌ３－５０４   

登録 1070827 門扉 Ｌ３－５０４ＣＡ 

 

登録 1025258  門扉  

Ｌ３－５０４ ＡＣ 

 

登録 1168034 門 Ｌ３－５０４ ＡＡ，ＢＡ 

 

登録 1026236 門  

Ｌ３－５０４ ＡＡ、ＣＡ 

 

登録 1025261  門扉  

Ｌ３－５０４ ＡＤ 

 

扉の形状は問わず、パネル状以外もここに含む。                     

扉の開閉構造については、伸縮門扉はＬ３－５０２と

し、それ以外の構造のものをここに含む。                  

←上下に回動して遮断。 

登録 940232   Ｌ３－５０４ＣＢ 

「門」 

 

登録 759602-001  
「門」 Ｌ３－５０４ 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

仮設工事の囲いに設けられた門はＬ１－４４。 

伸縮門扉付門はＬ３－５０２。 

支柱のついていない門扉はＬ３－５１００。 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

複数の扉を有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 

１． 同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 

  （例えば１枚の扉が縦桟と古典的装飾模様ありの組み合わせの構成×２枚 → 縦桟 ＡＡ と古典的装

飾模ありＢＡを付与） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 異なる構成のものが複数…いずれかの扉に該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあってもＤタームを付

与しない。 

（例えば該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがない扉と該当するＡＡ～ＢＢのＤタームのある扉の組み合わせ

→縦桟の扉を含んでいるがＡＡ～ＢＢのＤタームを付与しない。ＣＡのみ付与）   

                               

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 
 

過去に分類した物品の名称 

門 門扉  

   

 

登録１０７０８２７  Ｌ３－５０４  ＣＡ  

 

登録 1168034 門 Ｌ３－５０４ ＡＡ，ＢＡ 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５０４ ＡＡ 扉縦桟構成型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５０ 一 屋外造作物 

Ｌ３－５１０ 一 門扉 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 

Ｌ３－５１００ 門扉 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 

Ｌ３－５９６ 門、塀、さく用装飾体 

Ｌ６－１０１ 建築用装飾板 

  

  
 

定義（図例必須） 

扉付きの門の扉部分について、縦桟構成のもの。 

（扉部分の例示については、Ｌ３－５１００ＡＡも参照）  

【このタームを付与する例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 桟に凹凸があるもの。 

 

登録１０１０８０３ Ｌ3‐504AA 
「門」 

登録 1120269 L3-504AA、ＣＡ 
「門扉」 

登録 1032615 Ｌ３－５０４ ＡＡ 

「門扉」 

 

登録 1154604  Ｌ３－５０４ ＡＡ，ＢＡ   

｢門｣ 
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  扉の側面視において、湾曲、凹凸があるもの。 

桟内、周囲に他の構成があるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

複数の扉を有するもので、異なるＡＡ～ＢＢのＤタームの組み合わせ、どのＡＡ～ＢＢのＤタームにも該当し

ない構成の扉が含まれている場合には、このＤタームに該当する扉があったとしても、ＡＡ～ＢＢのＤターム

を付さない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扉鋼線構成型（ＡＤ）の場合は縦桟であっても、扉鋼線構成型（ＡＤ）を優先する。 

登録 1168034  門 

Ｌ３－５０４ ＡＡ、ＢＡ 

 

登録 1154607 門   

Ｌ３－５０４ ＡＡ、ＢＡ 

 

登録 1070827  門扉  Ｌ３－５０４ ＣＡ 
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分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

パネルにおけるＡＡ（縦桟構成型），ＡＢ（横桟構成型），ＡＣ（格子構成型）のいずれかの複数の要素からな

るＤタームの付与について（門扉、さく共通） 

 

＜基本原則＞・・・・全体構成で判断  

  例えば 

   ・全体に及んでいる構成 

   ・全体を印象づけている構成のものに付与する。 

      （注意： 面積だけで一律判断しない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、１枚のパネルにＡＡ（縦桟構成型），ＡＢ（横桟構成型），ＡＣ（格子構成型）のいずれかの複数

の構成が含まれている場合であって、どの構成も全体に関わるものの場合、該当するＤタームを複

数付与する。（従となる構成が、ほぼ１／３以下である場合を除く） 

例えば、 

 ・各構成の面積比がほぼ同じで、いずれも全体を印象付けている等、１つのタームにしぼれないもの。 

     （注意： ・単にＡＡ～ＡＣの要素を含むというだけでは、付与しない。 

・主たる構成要素である縦又は、横桟を固定するための２，３本の横、または縦の補強材

は、桟とみない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

 
1118218 門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（中央部：該当タームなし） 

 

 
1131201 門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（左右部：該当タームなし） 

 
1155333  門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（下部：該当タームなし） 

 

1135087 フェンス 

（付与Ｄターム） 

  AB：横桟構成型 

  AC：格子構成型 
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８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠   

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

門   
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５０４ ＡＢ 扉横桟構成型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５０ 一 屋外造作物 

Ｌ３－５１０ 一 門扉 
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 

Ｌ３－５１００ 門扉 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 

Ｌ３－５９６ 門、塀、さく用装飾体 

Ｌ６－１０１ 建築用装飾板 

  
 

定義（図例必須） 

扉付きの門の扉部分について、横桟構成のもの。 

（扉部分の例示については、Ｌ３－５１００ＡＢも参照） 

【このタームを付与する例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横桟内、周囲に他の構成要素があるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桟に凹凸があるもの。 

 

扉の側面視において湾曲、凹凸があるもの。 

登録 809946  

「門」 

Ｌ３－５０４ＡＢ 

登録 601988  門扉 Ｌ３－５０４ ＡＢ、ＢＢ 

 

登録 965232 Ｌ３－５０４ ＡＢ 

「門扉」 

 

登録 1002424 Ｌ３－５０４ ＡＢ、ＣＡ 

「門」 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

複数の扉を有するもので、異なるＡＡ～ＢＢのＤタームの組み合わせ、どのＡＡ～ＢＢのＤタームにも該当し

ない構成の扉が含まれている場合には、このＤタームに該当する扉があったとしても、このＤタームを付さな

い。 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

パネルにおけるＡＡ（縦桟構成型），ＡＢ（横桟構成型），ＡＣ（格子構成型）のいずれかの複数の要素からな

るＤタームの付与について（門扉、さく共通） 

 

＜基本原則＞・・・・全体構成で判断  

  例えば 

   ・全体に及んでいる構成 

   ・全体を印象づけている構成のものに付与する。 

      （注意： 面積だけで一律判断しない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、１枚のパネルにＡＡ（縦桟構成型），ＡＢ（横桟構成型），ＡＣ（格子構成型）のいずれかの複数

の構成が含まれている場合であって、どの構成も全体に関わるものの場合、該当するＤタームを複

数付与する。（従となる構成が、ほぼ１／３以下である場合を除く） 

登録 1070830  門扉 Ｌ３－５０４ 

 

 
1118218 門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（中央部：該当タームなし） 

 

 
1131201 門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（左右部：該当タームなし） 

 
1155333  門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（下部：該当タームなし） 
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例えば、 

 ・各構成の面積比がほぼ同じで、いずれも全体を印象付けている等、１つのタームにしぼれないもの。 

     （注意： ・単にＡＡ～ＡＣの要素を含むというだけでは、付与しない。 

・主たる構成要素である縦又は、横桟を固定するための２，３本の横、または縦の補強材

は、桟とみない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

門 門扉  

 

 

1135087 フェンス 

（付与Ｄターム） 

  AB：横桟構成型 

  AC：格子構成型 
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分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

パネルにおけるＡＡ（縦桟構成型），ＡＢ（横桟構成型），ＡＣ（格子構成型）のいずれかの複数の要素からな

るＤタームの付与について（門扉、さく共通） 

 

＜基本原則＞・・・・全体構成で判断  

  例えば 

   ・全体に及んでいる構成 

   ・全体を印象づけている構成のものに付与する。 

      （注意： 面積だけで一律判断しない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、１枚のパネルにＡＡ（縦桟構成型），ＡＢ（横桟構成型），ＡＣ（格子構成型）のいずれかの複

数の構成が含まれている場合であって、どの構成も全体に関わるものの場合、該当するＤタームを

複数付与する。（従となる構成が、ほぼ１／３以下である場合を除く） 

例えば、 

 ・各構成の面積比がほぼ同じで、いずれも全体を印象付けている等、１つのタームにしぼれないもの。 

     （注意： ・単にＡＡ～ＡＣの要素を含むというだけでは、付与しない。 

・主たる構成要素である縦又は、横桟を固定するための２，３本の横、または縦の補強材

は、桟とみない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

 
1118218 門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（中央部：該当タームなし） 

 

 
1131201 門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（左右部：該当タームなし） 

 
1155333  門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（下部：該当タームなし） 

 

1135087 フェンス 

（付与Ｄターム） 

  AB：横桟構成型 

  AC：格子構成型 
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８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には   

  

  

  

９ 過去に分類した物品の名称 

門 門扉  
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５０４ ＡＤ 扉鋼線構成型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５０ 一 門 

Ｌ３－５１０ 一 門扉 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 

Ｌ３－５１００ 門扉 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 

Ｌ３－５９６ 門、塀、さく用装飾体 

Ｌ６－１０１ 建築用装飾板 

  
 

定義（図例必須） 

扉付き門の扉部分について鋼線で構成するもの。 

扉部分の鋼線材の外周に別体の直付け外枠を設けていないもの。鋼線材自体の端部が胴縁加工されているも

のは別体の枠があってもこのタームを付与する。 

（扉部分の例示については、Ｌ３－５１００ＡＤも参照） 

 

【このタームを付与する例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扉の胴縁部を鋼線で、構成していること（１）。胴縁と支持枠の上桟が一致していなくともかまわない（２）。 

登録 1018390  

「門扉」 

１．登録 1010383 「門扉」 

 

２．登録 1056075 「門扉」 

    

登録 806903  

「門」 
登録 1010384  

「門扉」 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

鋼線の端部が別体の外枠に直付けして 

一体的に表わされているものは含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数の扉を有するもので、異なるＡＡ～ＢＢのＤタームの組み合わせ、どのＡＡ～ＢＢのＤタームにも該当しない構

成の扉が含まれている場合には、このＤタームに該当する扉があったとしても、このＤタームを付さない。 

 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠   

  

  

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

門 門扉  

   

 

登録 908357 「門扉」 

Ｌ３－５０４ ＡＣ 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５０４ ＡＥ 扉ガラリ構成型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５０ 一 屋外造作物 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－５１００ＡＥ 門扉（ガラリ構成型） 

Ｌ３－５３００ＡＥ 塀、さく、及び手すり（ガラリ構成型） 

Ｌ４－６２２０Ａ 窓及び枠付き窓（ルーバー構成型） 

Ｌ４－６２４０Ａ 雨戸等（ルーバー構成型） 
 

定義（図例必須） 

扉付き門の扉部分について、ガラリ構成のもの。 

羽根板と羽根板の間に隙間があるもので、正面視において、重なって隙間がなくみえるものも含む。 

（隙間のないものは含まない）。 

扉部分の例示についてはＬ３－５１００ＡＥ参照。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

複数の扉を有するもので、異なるＡＡ～ＢＢのＤタームの組み合わせ、どのＡＡ～ＢＢのＤタームにも該当し

ない構成のものにはこのＤタームを付さない。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

門 門扉  
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５０４ ＢＡ 扉古典的装飾模様有り 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５０ 一 屋外造作物 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉等 
Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 
Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 
Ｌ３－５１００ 門扉 
Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 
Ｌ３－５９６ 門、塀、さく用装飾体 
Ｌ６－１０１ 建築用装飾板 

 

定義（図例必須） 

扉付き門の扉部分について、古典的装飾模様、唐草模様等を表したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｌ３－５０２Ｂ、５１００Ｂ共通） 

古典的装飾については、古代、中世等の建造物に多くみられる華飾模様で、手すり子や枠体に加飾したも

の。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 938554 Ｌ３－５０４ＡA、ＢＡ 

「門」 

登録 938527 Ｌ３－５０４ＡＣ、ＢＡ、ＣＢ 

「門」 

登録 1154606 Ｌ３－５０４ＡA、ＢＡ 

「門」 

登録 0794050 
門扉 Ｌ3-5100ＢＡ 

 

登録  
門扉  Ｌ3-5100ＢＡ 

  

登録 
門扉 Ｌ3-5100ＢＡ 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

 2

唐草模様については、唐草の外、アカンサス、パルメット、等の植物をモチーフとした、曲線状の古典的草柄

装飾模様例えば（１）（２）（３）（４）を含む。また、Ｓ字、Ｃ字の組み合わせ等例えば（５）（６）（７）を含む。 

（（１）～（７）は登録意匠の装飾模様の一部分のみ例示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

複数の扉を有するもので、異なるＡＡ～ＢＢのＤタームの組み合わせ、どのＡＡ～ＢＢのＤタームにも該当し

ない構成の扉が含まれている場合には、このＤタームに該当する扉があったとしても、このＤタームを付さな

い。 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠   

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

門 門扉  

   

 

（１） 登録 935200 の

一部 
 

（２） 登 録 1118234
の一部 

 

（３） 登録 1118234
の一部 

（４） 登録 849726
の一部 

（５） 登録 1159978  

の一部 
（６） 
登録 438250 の 
一部 

（７）  
登録 547826 の 
一部 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５０４ ＢＢ 扉具象模様有り 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５０ 一 屋外造作物 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉等 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 

Ｌ３－５１００ 門扉 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 

Ｌ３－５９６ 門、塀、さく用装飾体 

Ｌ６－１０１ 建築用装飾板 

  
 

定義（図例必須） 

扉付きの門の扉部分について、具象形状、具象模様を表したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

複数の扉を有するもので、異なるＡＡ～ＢＢのＤタームの組み合わせ、どのＡＡ～ＢＢのＤタームにも該当しない構

成の扉が含まれている場合には、このＤタームに該当する扉があったとしても、このＤタームを付さない。 

登録 847707 「門」 Ｌ３－５０４ ＢＢ 
登録 862883 「門」Ｌ３－５０４ ＢＢ 

 

登録 847703 「門」Ｌ３－５０４ ＢＢ 

 

登録 601988 門扉Ｌ３－５０４AB、ＢＢ 
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分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には   

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

門 門扉  
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５０４ ＣＡ 引扉型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５０ 一 屋外造作物 

Ｌ３－５１０ 一 門扉 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 

Ｌ３－５１００ 門扉 

Ｌ３－５３００ さく及び手すり 
 

定義（図例必須） 

扉付き門の扉部分について、引き扉で構成されているものを分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立体自立型の引扉型門扉については支柱無しであっても門扉（Ｌ３－５１００）ではなく、ここに分類する。 

    戸車、車輪が付いていても、パネル状で、支柱が無ければ自立できないもの→門扉（Ｌ３－５１００） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＣＢ 折扉型 

ＣＣ 跳ね上げ扉型 

  

登録 1099066 「門扉」 ＡＣ，ＣＡ 登録 1026237 「門」 ＣＡ 登録 1171940 「門扉」 ＡＡ，ＣＡ 

登録 1086909 号 

「門扉」  

Ｌ３－５０４ ＡＡ、ＣＡ                                         

登録 1151970 号 

「門扉」 

Ｌ３－５０４ ＡＣ、ＣＡ 

登録 1151970 号 

「門扉」 

Ｌ３－５０４ ＡＡ、ＣＡ 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

 2

 
 

過去に分類した物品の名称 

門 門扉  
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５０４ ＣＢ 折扉型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５０ 一 屋外造作物 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－５０２ 門 

Ｌ３－５１００ 門扉 

Ｌ３－５１００Ｄ 門扉（伸縮扉型） 

Ｌ３－５３００ さく及び手すり 

  
 

定義（図例必須） 

扉付き門の扉部分について折扉で構成されているものを付与する。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パンタグラフ構造（水平パンタグラフ、垂直パンタグラフ）の伸縮扉で構成されているものは含まない（Ｌ３－

５０３伸縮門扉付き門）。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＣＡ 引扉型 

ＣＣ 跳ね上げ扉型 

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

門 門扉  

   

 

登録 1028878  

「折り畳み門扉」 ＡＣ、ＣＢ 

登録 936810 ＡＣ，ＣＢ 

「門」 

登録 940232 ＣＢ 

「門」 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５０４ ＣＣ 跳ね上げ扉型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５０ 一 屋外造作物 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 

Ｌ３－５１００ 門扉 

Ｌ３－５３００ さく及び手すり 

  
 

定義（図例必須） 

門の扉部分の開閉を扉の後方に設けた支柱の支持部で水平にはね上げ、上下させて行うものを付与す

る。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＣＡ 引扉型 

ＣＢ 折扉型 

  
 

過去に分類した物品の名称 

門 門扉  

   

 

登録９６３２０４ 「門扉」 

 

 

登録９３８５４４ 「門扉」 

 

 

登録 1005365 「門扉」 

 

登録 1168598 
「門」 Ｌ３－５０４ 

登録 961197 
「牧柵の開閉口」 Ｌ３－５０４ 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

 1

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５１００ 門扉 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５１０ 一 門扉 

Ｌ３－５１０Ａ 全 門扉（縦桟構成型） 

Ｌ３－５１０Ｂ 全 門扉（横桟構成型） 

Ｌ３－５１０Ｃ 全 門扉（装飾体構成型） 

Ｌ３－５１０Ｄ 全 門扉（縦桟、横桟及び装飾体構成型） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉 
Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 
Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 
Ｌ３－５０４ 門（扉付き） 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 
Ｌ３－５９６ 門、塀、さく用装飾体 
Ｌ６－１０１ 建築用装飾板 
  

 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

門扉   

   

   
 

定義 

門に設ける出入のための扉。 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 1033168-001 門扉 

Ｌ３－５１００ＡＣ、ＢＡ 

 

 

登録 851462  門扉 

Ｌ３－５１００ＡＡ 

 

登録 1070834  

門扉用袖扉 Ｌ３－５１００  

     

登録 1154319 号 

「門扉」 Ｌ３－５１００ 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

簡易なものであっても支柱が付いているものは、Ｌ３－５０４門（扉付き）。 

ただし、立体自立型の引き扉型門扉については支柱無しであってもＬ３－５０４門（扉付き）。 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

複数の扉を有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 
１． 同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 
  （例えば縦桟と縦桟の組み合わせ → 縦桟 ＡＡ を付与） 
 
２． 異なる構成のものが複数、あるいは、いずれかの扉の構成がＡＡ～ＢＢのＤタームに該当しない … ＡＡ～Ｂ

ＢのＤタームを付与しない 
（例えば、「縦桟の扉」と「抽象模様パネルの扉」（該当するＤタームがない）の組み合わせ 

 → 縦桟の扉を含んでいるが縦桟 ＡＡ を付与しない） 

 

過去に分類した物品の名称 

門扉   
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５１００ ＡＡ 縦桟構成型 

 
４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５１０ 一 門扉 

Ｌ３－５１０Ａ 一 門扉（縦桟構成型） 

Ｌ３－５１０Ｃ 一 門扉（装飾体構成型） 

Ｌ３－５１０Ｄ 一 門扉（縦桟、横桟及び装食体構成型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 

Ｌ３－５０４ 門（扉付き） 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 

Ｌ３－５９６ 門、塀、さく用装飾体 

Ｌ６－１０１ 建築用装飾板 
 

定義（図例必須） 

縦桟構成のもの。 

 

【このタームを付与する例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桟に凹凸のあるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 1164654 Ｌ３－５１００ ＡＡ 

「門扉」 

登録 1159830  Ｌ３－５１００ ＡＡ 

「門扉」 

登録 1134706  

「門扉」 

Ｌ３－５１００ ＡＡ 

登録 851462 門扉  

Ｌ３－５１００ ＡＡ 

 

登録 629427 門扉 Ｌ３－５１００ ＡＡ 

 

登録 794153  門扉  

Ｌ３－５１００ ＡＡ 
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側面視において湾曲、凹凸のあるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縦桟の周囲、内に他の構成要素のあるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目立たない横桟が上下に数本、中央付近に             簡易な補強用の緊束具のついた程度で 

１本程度であればこのタームを付す。                 あればこのタームを付す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 605279  Ｌ３－５１００ ＡＡ 

「門扉」 

登録 592901 門扉 

 Ｌ３－５１００ ＡＡ 

 

登録 823620  門扉  

Ｌ３－５１００ ＡＡ、ＢＡ 

 

登録 641481  門扉 

 Ｌ３－５１００ ＡＡ、ＢＢ 

 

登録 865938  門扉 

 

登録 833501-002 門扉 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

桟が正面視垂直でないものには付与しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桟が鋼線のものには付与しない。（ＡＤを付与） 

 

複数の扉を有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 

１． 同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 

  （例えば縦桟と縦桟の組み合わせ → 縦桟 ＡＡ を付与） 

 

２． 異なる構成のものが複数、あるいは、いずれかの扉の構成がＡＡ～ＢＢのＤタームに該当しない … ＡＡ～Ｂ

ＢのＤタームを付与しない 

（例えば、「縦桟の扉」と「抽象模様パネルの扉」（該当するＤタームがない）の組み合わせ 

 → 縦桟の扉を含んでいるが縦桟 ＡＡ を付与しない 

 
 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

パネルにおけるＡＡ（縦桟構成型），ＡＢ（横桟構成型），ＡＣ（格子構成型）のいずれかの複数の要素からな

るＤタームの付与について（門扉、さく共通） 

 

＜基本原則＞・・・・全体構成で判断  

  例えば 

   ・全体に及んでいる構成 

   ・全体を印象づけている構成のものに付与する。 

      （注意： 面積だけで一律判断しない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、１枚のパネルにＡＡ（縦桟構成型），ＡＢ（横桟構成型），ＡＣ（格子構成型）のいずれかの複

数の構成が含まれている場合であって、どの構成も全体に関わるものの場合、該当するＤタームを

複数付与する。（従となる構成が、ほぼ１／３以下である場合を除く） 

登録 427771-002  門扉 

 

 
1118218 門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（中央部：該当タームなし） 

 

 
1131201 門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（左右部：該当タームなし） 

 
1155333  門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（下部：該当タームなし） 
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例えば、 

 ・各構成の面積比がほぼ同じで、いずれも全体を印象付けている等、１つのタームにしぼれないもの。 

     （注意： ・単にＡＡ～ＡＣの要素を含むというだけでは、付与しない。 

・主たる構成要素である縦又は、横桟を固定するための２，３本の横、または縦の補強材

は、桟とみない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠   

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

門扉   

   

 

 

1135087 フェンス 

（付与Ｄターム） 

  AB：横桟構成型 

  AC：格子構成型 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５１００ ＡＢ 横桟構成型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５１０ 一 門扉 

Ｌ３－５１０Ｂ 一 門扉（横桟構成型） 

Ｌ３－５１０Ｃ 一 門扉（装飾体構成型） 

Ｌ３－５１０Ｄ 一 門扉（縦桟、横桟及び装飾体構成型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 

Ｌ３－５０４ 門（扉付き） 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 

Ｌ３－５９６ 門、塀、さく用装飾体 

Ｌ６－１０１ 建築用装飾板 
 

定義（図例必須） 

横桟構成のもの。 

【このタームを付与する例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 932798 Ｌ３－５１００ ＡＢ 

「門扉」 

登録 934780 Ｌ３－５１００ ＡＢ 

「門扉」 

登録 1055129 Ｌ３－５１００ ＡＢ 

「門扉」 

登録 1134707  Ｌ３－５１００ ＡＢ 

「門扉」 
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   横桟に凹凸があるもの。                 側面視において湾曲、凹凸があるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横桟に模様があるもの。                    横桟の周囲、内に他の構成要素があるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

横桟が水平以外は含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桟が鋼線のものには付与しない。（ＡＤ、ＡＤＡ、ＡＤＢのいずれかを付与） 
 

複数の扉を有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 

１． 同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 

  （例えば横桟と横桟の組み合わせ → 横桟 ＡＢ を付与） 

 

２． 異なる構成のものが複数、あるいは、いずれかの扉の構成がＡＡ～ＢＢのＤタームに該当しない … ＡＡ～Ｂ

ＢのＤタームを付与しない 

（例えば、「横桟の扉」と「抽象模様パネルの扉」（該当するＤタームがない）の組み合わせ 

 → 横桟の扉を含んでいるが横桟 ＡＢ を付与しない） 

 

登録 999052 門扉 Ｌ３－５１００ ＡＢ 

 

登録 858919  門扉 Ｌ３－５１００ ＡＢ 

 

登録 493097  門扉 Ｌ３－５１００ ＡＢ 

 

登録 1184645 門扉 Ｌ３－５１００ ＡＢ 

 

登録 456483 門扉 Ｌ３－５１００ 
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７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

パネルにおけるＡＡ（縦桟構成型），ＡＢ（横桟構成型），ＡＣ（格子構成型）のいずれかの複数の要素からな

るＤタームの付与について（門扉、さく共通 

 

＜基本原則＞・・・・全体構成で判断  

  例えば 

   ・全体に及んでいる構成 

   ・全体を印象づけている構成のものに付与する。 

      （注意： 面積だけで一律判断しない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、１枚のパネルにＡＡ（縦桟構成型），ＡＢ（横桟構成型），ＡＣ（格子構成型）のいずれかの複

数の構成が含まれている場合であって、どの構成も全体に関わるものの場合、該当するＤタームを

複数付与する。（従となる構成が、ほぼ１／３以下である場合を除く） 

例えば、 

 ・各構成の面積比がほぼ同じで、いずれも全体を印象付けている等、１つのタームにしぼれないもの。 

     （注意： ・単にＡＡ～ＡＣの要素を含むというだけでは、付与しない。 

・主たる構成要素である縦又は、横桟を固定するための２，３本の横、または縦の補強材

は、桟とみない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

 
1118218 門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（中央部：該当タームなし） 

 

 
1131201 門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（左右部：該当タームなし） 

 
1155333  門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（下部：該当タームなし） 

 

1135087 フェンス 

（付与Ｄターム） 

  AB：横桟構成型 

  AC：格子構成型 
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このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠   

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

門扉   
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
D RM  

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５１００ ＡＣ 格子構成型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５１０ 一 門扉 

Ｌ３－５１０Ａ 一 門扉（縦桟構成型） 

Ｌ３－５１０Ｂ 一 門扉（横桟構成型） 

Ｌ３－５１０Ｃ 一 門扉（装飾体構成型） 

Ｌ３－５１０Ｄ 一 門扉（縦桟、横桟及び装飾体構成型） 
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 

Ｌ３－５０４ 門（扉付き） 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 

Ｌ３－５９６ 門、塀、さく用装飾体 

Ｌ６－１０１ 建築用装飾板 
D RM  

定義（図例必須） 

格子（桟、あるいは格子線でかこまれた部分が孔）で構成されているもの。 

 

【このタームを付与する例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格子の周囲、内に他の構成要素があるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 1083371  

「門扉」 

Ｌ３－５１０ＡＣ 

登録 1070793  

「門扉」 

Ｌ３－５１０ＡＣ 

登録 1088877  

「門扉」ＡＣ 

 

登録 1184643  

門扉 Ｌ３－５１００ＡＣ 

 

登録 1010797  

門扉 Ｌ３－５１００ＡＣ，ＢＡ 

 

登録 1132283  

門扉 Ｌ３－５１００ＡＣ，ＢＡ 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

交差する桟が一本ずつのものは、含まない。 

 

桟が鋼線のものには付与しない。（ＡＤを付与） 

 

 

複数の扉を有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 

１． 同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 

  （例えば格子桟と格子桟の組み合わせ → 格子桟 ＡＣ を付与） 

 

２． 異なる構成のものが複数、あるいは、いずれかの扉の構成がＡＡ～ＢＢのＤタームに該当しない … 

ＡＡ～ＢＢのＤタームを付与しない 

（例えば、「格子桟の扉」と「抽象模様パネルの扉」（該当するＤタームがない）の組み合わせ 

 → 格子桟の扉を含んでいるが格子桟 ＡＣ を付与しない） 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

パネルにおけるＡＡ（縦桟構成型），ＡＢ（横桟構成型），ＡＣ（格子構成型）のいずれかの複数の要素からなる

Ｄタームの付与について（門扉、さく共通 

 

＜基本原則＞・・・・全体構成で判断  

  例えば 

   ・全体に及んでいる構成 

   ・全体を印象づけている構成のものに付与する。 

      （注意： 面積だけで一律判断しない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、１枚のパネルにＡＡ（縦桟構成型），ＡＢ（横桟構成型），ＡＣ（格子構成型）のいずれかの複数

の構成が含まれている場合であって、どの構成も全体に関わるものの場合、該当するＤタームを複数

付与する。（従となる構成が、ほぼ１／３以下である場合を除く） 

 
1118218 門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（中央部：該当タームなし） 

 

 
1131201 門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（左右部：該当タームなし） 

 
1155333  門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（下部：該当タームなし） 
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例えば、 

 ・各構成の面積比がほぼ同じで、いずれも全体を印象付けている等、１つのタームにしぼれないもの。 

     （注意： ・単にＡＡ～ＡＣの要素を含むというだけでは、付与しない。 

・主たる構成要素である縦又は、横桟を固定するための２，３本の横、または縦の補強材

は、桟とみない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

門扉   

   

 

 

1135087 フェンス 

（付与Ｄターム） 

  AB：横桟構成型 

  AC：格子構成型 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５１００ ＡＤ 鋼線構成型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５１０ 一 門扉 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 

Ｌ３－５０４ 門扉 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 

Ｌ３－５９６ 門、塀、さく用装飾体 

Ｌ６－１０１ 建築用装飾板 
 

定義（図例必須） 

鋼線で構成され、鋼線材の外周に別体の直付け外枠を設けていないもの 

【このタームを付与するもの】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扉の胴縁部を鋼線で構成していること（１）、胴縁と支持枠の上桟が一致していなくともかまわない（２、３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 1128162  

「門扉」 

登録 1115757  

「門扉」 

登録 1164519  

「フェンス扉」 

１．登録 1032005 「門扉」 
 

２．登録 1128162 「門扉」 ３．登録 1025066 「門扉」 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

鋼線パネルの上下端部が別体の外枠に直付けして一体的に表わされているものは含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数の扉を有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 

１．同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 

  （例えば鋼線構成型と鋼線構成型の組み合わせ → 鋼線構成型 ＡＤ を付与） 

 

２．異なる構成のものが複数、あるいは、いずれかの扉の構成がＡＡ～ＢＢのＤタームに該当しない … Ａ

Ａ～ＢＢのＤタームを付与しない 

（例えば、「鋼線構成型の扉」と「抽象模様パネルの扉」（該当するＤタームがない）の組み合わせ 

 → 鋼線構成型の扉を含んでいるが鋼線構成型 ＡＤ を付与しない） 

 

 
７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠   

  

  

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

門扉   

   

 

登録 908357 「門扉」 
Ｌ３－５１００ＡＣ 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５１００ ＡＥ ガラリ構成型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５１０ 一 門扉 

Ｌ３－５１０Ａ 一 門扉 

Ｌ３－５１０Ｂ 一 門扉 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－５０４ＡＥ 門（扉ガラリ構成型） 

Ｌ３－５３００ＡＥ 塀、さく、及び手すり（ガラリ構成型） 

Ｌ４－６２２０Ａ 窓及び枠付き窓（ルーバー構成型） 

Ｌ４－６２４０Ａ 雨戸等（ルーバー構成型） 

  
 

定義（図例必須） 

扉について、平行に傾けた羽板で構成したもの。 

羽根板と羽根板の間に隙間があるもので、正面視において、重なって隙間がなくみえるものも含む。 

（隙間のないものは含まない）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

複数の扉を有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 

１．同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 

  （例えばガラリ構成型とガラリ構成型の組み合わせ → ガラリ構成型 ＡＥ を付与） 

 

２．異なる構成のものが複数、あるいは、いずれかの扉の構成がＡＡ～ＢＢのＤタームに該当しない … Ａ

Ａ～ＢＢのＤタームを付与しない 

（例えば、「ガラリ構成型の扉」と「抽象模様パネルの扉」（該当するＤタームがない）の組み合わせ 

 → ガラリ構成型の扉を含んでいるがガラリ構成型 ＡＥ を付与しない） 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

門扉   

   

 

登録 456969  

「門扉」 

 

登録 550480  

「門扉」 
登録 548138  

「門扉」 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５１００ ＢＡ 古典的装飾模様有り 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５１０ 一 門扉 

Ｌ３－５１０Ｃ 一 門扉（装飾体構成型） 

Ｌ３－５１０Ｄ 一 門扉（縦桟、横桟及び装飾体構成型） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 

Ｌ３－５０４ 門（扉付き） 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 

Ｌ３－５９６ 門、塀、さく用装飾体 

Ｌ６－１０１ 建築用装飾板 

  
 

定義（図例必須） 

古典的装飾模様、唐草模様等を表したもの。 

【このタームを付与する例】 

登録 1136126 「門扉」 

 Ｌ３－５１００ ＡＡ，ＢＡ 

登録 931244 「門扉」 

Ｌ３－５１００ ＡＣ，ＢＡ 

登録 1167859 「門扉」 

Ｌ３－５１００ ＡＣ，ＢＡ 

登録 1024303  

「門扉」Ｌ３－５１００ ＡＡ，ＢＡ 

登録 594029 門扉 

Ｌ３－５１００ ＡＡ，ＢＡ 

 

登録 1136122 門扉 

Ｌ３－５１００ ＡＡ，ＢＡ 
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古典的装飾については、古代、中世等の建造物に多くみられる華飾模様で、手すり子や枠体に加飾したも

の。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

模様については、唐草の外、アカンサス、パルメット、等の植物をモチーフとした、曲線状の古典的草柄装飾

模様例えば（１）（２）（３）（４）を含む。また、Ｓ字、Ｃ字の組み合わせ等例えば（５）（６）（７）を含む。（ （１）～

（７）は登録意匠の装飾模様の一部分のみ例示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

複数の扉を有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 

１． 同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 

  （例えば古典的装飾模様ありと古典的装飾模様ありの組み合わせ → 古典的装飾模様あり ＢＡ を付

与） 

 

２． 異なる構成のものが複数、あるいは、いずれかの扉の構成がＡＡ～ＢＢのＤタームに該当しない 

… ＡＡ～ＢＢのＤタームを付与しない 

（例えば、「古典的装飾模様ありの扉」と「古典的装飾模様ありの扉」（該当するＤタームがない）の組み

合わせ 

 → 古典的装飾模様ありの扉を含んでいるが古典的装飾模様あり ＢＡ を付与しない） 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には   

  

  

登録 0794050 門扉 
Ｌ３－５１００ ＡＡ，ＢＡ 

登録 0924255 門扉 
Ｌ３－５１００ ＢＡ 

 

登録 0714467 門扉 
Ｌ３－５１００ ＢＡ 

（２） 登 録 1118236
の一部 

 

（１） 登録 935200 の

一部 
（４） 登録 849726 の

一部 

（６） 
登録 438250 
の一部 

（７）  
登録 547826 
の一部 

（５） 登録 1159978 の一部 

（３） 登録 1118234
の一部 
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過去に分類した物品の名称 

門扉   
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５１００ ＢＢ 具象模様有り 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５１０ 一 門扉 

Ｌ３－５１０Ｄ 一 門扉（縦桟、横桟及び装飾体構成型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 

Ｌ３－５０４ 門（扉付き） 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 

Ｌ３－５９６ 門、塀、さく用装飾体 

Ｌ６－１０１ 建築用装飾板 

  
 

定義（図例必須） 

パネル状扉部分について、外形状が具象であるもの及び具象模様を表したもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

複数の扉を有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 

１． 同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 

  （例えば具象模様ありと具象模様ありの組み合わせ → 具象模様あり ＢＢ を付与） 

２． 異なる構成のものが複数、あるいは、いずれかの扉の構成がＡＡ～ＢＢのＤタームに該当しない 

… ＡＡ～ＢＢのＤタームを付与しない 

（例えば、「具象模様ありの扉」と「抽象模様パネルの扉」（該当するＤタームがない）の組み合わせ 

 → 具象模様ありの扉を含んでいるが具象模様あり ＢＡ を付与しない） 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

門扉   

 

登録 933260  Ｌ３－５１００ＡＡ、ＢＢ 

「門扉」  

登録 641481  

「門扉」 

Ｌ３ 

－５１００ＡＡ、ＢＢ 

 

登録 449054  

「門扉」 

Ｌ３－５１００ＢＢ 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５２００ 門柱 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５１０ 一 門柱 

Ｌ３－５２０ 全 門柱 

Ｌ３－５４１０ 一 門扉、塀、さく等支柱 

Ｌ３－５４１１ 一 門扉用支柱 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－５９２ 塀、さく等支柱 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

門柱 門扉用支柱  

   

   

   
８ 

定義 

門を構成する柱あるいは、塀、さくの端に設け、門扉を支えるものを分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 1123951 

「門柱」 

登録 1146953 

「門柱」 

登録 961115 

「門柱」 

登録 865973   

「門柱」          

 

登録 865974    

「門柱」        
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

門柱の構成材を除く。（→Ｌ３－５９代） 

    長尺（端部加工無し）の門柱材、門扉用支柱材（→Ｌ３－５９２） 

「インターホン」という物品名であっても、インターホン部分とそれを設置させる支柱とが一体となって門柱と

して用いられるものは、門柱に分類する。 

インターフォンに照明器具、表札が付加された程度のものはＨ７－４４。 

玄関周りの壁面に取り付けられる照明、表札、インターフォン、新聞受け等の多種の機能を一つにまとめて

ユニットとした玄関用多機能パネル、住宅用壁面ユニットはＤ０－０。 

 

 
９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

門柱 門扉用支柱  
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５２００ Ａ 簡易型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５１０ 一 門柱 

Ｌ３－５４１０ 一 門扉、塀、さく等支柱 

Ｌ３－５４１１ 一 門扉用支柱 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－５９２ 塀、さく等支柱 

  

  

  

  
 

定義（図例必須） 

屈曲のないポール状（細柱）で、門扉を支えるための金具以外の付加機能（インターフォン、ポスト、表札、

照明具等）のないもの。 

 

 

 

登録 1062715  

 「ヒンジ付き門柱」 

       

登録 961798   

「門柱」 

    

    

登録 967447   

「門柱」 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－４３０ 一 窓用さく、窓用面格子等 

Ｌ３－４３１ 一 窓用面格子 

Ｌ３－５０ 一 屋外造作物 

Ｌ３－５３０ 一 さく 

Ｌ３－５３０Ａ 全 さく（縦桟構成型） 

Ｌ３－５３０Ｂ 全 さく（横桟構成型） 

Ｌ３－５３０Ｃ 全 さく（装飾体構成型） 

Ｌ３－５３０Ｄ 全 さく（縦桟、横桟及び装飾体構成型） 

Ｌ３－５３０Ｅ 全 さく（鋼線構成型） 

Ｌ３－５３０Ｆ 全 さく（パネル構成型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ７－２０３ さく・囲い兼用型腰掛け 

Ｄ７－４０ ついたて及びびょうぶ等 

Ｋ３－１５１０Ａ 果樹用支柱等（フエンス型） 

Ｌ１－１３ 足場用枠、手すり 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉等 

Ｌ２－５４２０ 防風、防雪さく及び雪崩予防さく 

Ｌ２－５４３０ 道路用防音壁 

Ｌ３－１１ 環境施設物 

Ｌ３－２０２９ 住宅衛生設備室構成体 

Ｌ３－４００ ベランダ、バルコニー等 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５０１ 一組の門柱、門扉及びフエンスセット 

Ｌ３－５０４ 門（扉付き） 

Ｌ３－５１００ 門扉 

Ｌ３－５３１ ガーデンフエンス 

Ｌ３－５３２ 道路用移動さく 

Ｌ３－５９０ 門塀、さく等部品及び付属品 

Ｌ３－５９１ 塀用ブロック 

Ｌ３－５９６ 門、塀、さく用装飾体 

Ｌ４－６２２０Ａ 窓及び枠付き窓（ルーバー構成型） 

Ｌ４－６２４０ 格子、よろい戸及び雨戸 

Ｌ４－６２４０Ａ 格子、よろい戸及び雨戸（ルーバー構成型） 

Ｌ４－３４０ 階段 

Ｌ６－１００ 建築用板 

Ｌ６－１０１ 建築用装飾板 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 
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７ 

この分類に含まれる物品 

塀 さく 高欄 

道路用安全さく ベランダ用さく 階段手すり 

窓用さく   

   
８ 

定義 

屋外の施設物として設置された境界や区画等の囲い。 

道路用の安全のためのさくを含む。 

建物の窓に取り付ける窓用さく、ベランダ用さく、階段等の手すりを含む。 

金具で支柱にとりつけるだけで完成したさくとなるパネル状の塀、さく、手すり本体は、Ｌ３－５９６さく用装飾

体でなく、ここに含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 1060462 号 
フェンス  L3-5300  

 

登録 1089184 号 
フェンス L3-5300 

 

 

登録 965175 号 
フェンス  L3-5300 Ｃ 

 
 

 
 
 

登録 1044444-001 号 
柵  L3-5300 

 

 

登録 1077163 号 
階段用手すり  L3-5300 ＡＦ 

 

登録 1055602  「手摺」  L3-5300 Ａ 

    

登録 1030979 号 フェンス用格子 
L3-5300 ＡＡ、Ｄ  

     
 

登録 779420 号  安全柵 L3-5300 ＡB 
 

 

登録 1175823 号 
フェンス L3-5300 ＡＣ，ＢＡ，Ｄ 

登録 778550 建物用可動ルーバー付手摺 L3-5300 Ｃ 
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・取っ手・手すりについて 

住宅衛生設備室以外で用いられる取っ手・手すりで、地面、または、一方を壁面、一方を床に設置するさく状

のものはＬ３－５３００（塀，さく及び手すり）に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅衛生設備室以外で用いられる取っ手・手すりで、壁面に設置するものはＬ３－５３３（壁取付け用手すり）

に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長尺の手すり材はＬ３－５９３（塀，さく，手すり等笠木）に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｌ３－５３００ AF 

登録 1077163 

「階段用手すり」

 

Ｌ３－５３００ AA、D 

登録 1255845 

「手摺り」

 

Ｌ３－５３００ AF 

登録 1298111 

「段差用手すり」

Ｌ３－５３００ AB 

登録 1257925 

「バルコニー手すり」

 

Ｌ３－５３３ 

登録 1094545  

 「エレベータかごの手摺」

   

 

Ｌ３－５３３ 

登録 1158311  

「手摺」 

 

Ｌ３－５３３ 

登録 1049942 

 「建物用ガードレール」 

  

 

Ｌ３－５９３ 

登録 1175924 

「壁面ガードレール材」 

Ｌ３－５９３ 

登録 1173840 

「手すり材」
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住宅衛生設備室に使用する取っ手・手すりは、便器に直接取り付ける、便器の三方向以上を囲むように設

置する、ペーパーホルダーなど便所特有の機能を有する等、便所専用のもの（Ｄ５－４９５）以外は、部品を含

みＬ３－２０２９に分類する。 

住宅衛生設備室以外で用いられる取っ手・手すりは、設置する場所によって分類が別れるが、住宅衛生設

備室に用いられるものは設置する場所を問わずＬ３－２０２９に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅衛生設備室以外で用いられる取っ手・手すりで、ペーパーホルダーなど便所特有の機能を有する等、便

所専用のものはＤ５－４９５（便所用介助具）に分類する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
便器周辺に取り付ける取っ手・手すりもＬ３－２０２９に分類する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｌ３－２０２９ 

登録 1285215 

「浴室用手すり」 

 

Ｌ３－２０２９ 

登録 1285976 

「手すり」 
【意匠に係る物品の説明】 
本願物品は、使用状況参考図にあるように、主として、ト

イレ、浴室、玄関等に、設置して、使用するものである。

 

Ｄ５－４９５ 
登録 1173324 号 

「大便器用肘掛けの

取 付 用 フ レ ー ム 」

 

Ｄ５－４９５ 
登録 1102508  

「便器用背もたれ付き手すり」

 

 

Ｄ５－４９５ 
登録 1188335 号 

「手すりペーパーホルダー」 

 

Ｌ３－２０２９ 

登録 1150869 号 

手摺り

 

Ｌ３－２０２９ 

登録 1150873 号 
手すりの握り棒

 

Ｌ３－２０２９ 
登録 1094378 号 

介助用手摺り

 

Ｌ３－２０２９ 
登録 1077966 号 

介助用手摺り
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９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

窓用さくと窓用面格子について、形態による付与が、困難な場合 

  ・物品名が「窓用さく」「窓用手すり」等→ここ 

  ・物品名が「窓用面格子」→Ｌ４－６２４０（格子、よろい戸及び雨戸） 

 

過去に分類した物品の名称 

さく 手すり 道路用防護さく 

高欄 防護さく 塀 

フエンス 窓用さく  
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５３００ ＡＡ 縦桟構成型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－４３０ 一 窓用さく、窓用面格等 

Ｌ３－４３１ 一 窓用面格子 

Ｌ３－５０ 一 屋外造作物 

Ｌ３－５３０ 一 さく 

Ｌ３－５３０Ａ 一 さく（縦桟構成型） 

Ｌ３－５３０Ｃ 一 さく（装飾体構成型） 

Ｌ３－５３０Ｄ 一 さく（縦桟、横桟及び装飾体構成型） 

Ｌ３－５３０Ｅ 一 さく（鋼線構成型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ７－４０ ついたて及びびょうぶ等 

Ｋ３－１５１０Ａ 果樹用支柱等（フェンス型） 

Ｌ３－１１ 環境施設物 

Ｌ３－４００ ベランダ、バルコニー等 

Ｌ６－１００ＤＢ 建築用板 格子板型 

Ｌ６－１０１ＤＢ 建築用装飾板 格子板型 
 

定義（図例必須） 

縦桟構成のもの。略垂直直線状の桟。 

 

【このタームを付与する例】 

正面からは桟が重なって隙間がみえないもの。 

 

 

 

 

 

 

 

桟の長さ、間隔が一定でないもの。 

登録 1030979 号 フェンス用格子 
L3-5300 ＡＡ、Ｄ  

     

登録 867119 号  L3-5300 ＡＡ、Ｄ  
フェンス 

 

登録 982494 号  L3-5300 ＡＡ 
高欄 

 

登録 815774 号  L3-5300 ＡＡ 
柵 

 

登録 880117-001 号   L3-5300 ＡＡ,ＡＥ ,Ｄ  フェンス 
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桟の一部分に凹凸があるもの（桟が同一垂直軸であること）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横から見て湾曲、凹凸があるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縦桟端部に凹凸、装飾があるもの。 

         

登録 831257 号 L3-5300 ＡＡ 
高欄 

 

登録 765296 号  
L3-5300 ＡＡ，Ｄ 

フェンス 

 

 

登録 936768 号 L3-5300 ＡＡ 
柵 

 

登録 1078508 号 フェンス  
L3-5300ＡＡ,Ｄ 

 

登録 1144977 号 
L3-5300 ＡＡ，Ｄ 
フェンス 

 

登録 998900  L3-5300 ＡＡ、Ｄ , 
手すり 

 

登録 930387 号  L3-5300 ＡＡ 
フェンス 

 

登録 982489 号  L3-5300 ＡＡ 
高欄 

 

登録 991965 号 L3-5300 ＡＡ 
高欄 

 

登録 858392 号   
L3-5300  ＡＡ，Ｄ 
フェンス 

 

登録 863069 号 L3-5300 ＡＡ 
高欄 

 

登録 816400 号  L3-5300 ＡＡ ,Ｄ 
柵 

 

登録 1144971 号  L3-5300 ＡＡ ,Ｄ  
フェンス 

 

登録 1176931 号 フェンス 
L3-5300 ＡＡ、ＢＡ，Ｄ 
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縦桟内、周囲に装飾があるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縦桟にパイプ状の手すり、ガードパイプ、ガードレールを設けたもの。 

 
登録 1132276 号  L3-5300 ＡＡ  柵 

    

登録 1090440 号  
L3-5300 ＡＡ 
フェンス 

 

登録 1168185  L3-5300 ＡＡ 
さく 
 

 

登録 815198 号 L3-5300 ＡＡ   道路用柵 

 

登録 657559 「フェンス」 
L3-5300 ＡＡ，ＢＡ 

 

登録 981914 「フェンス」 
L3-5300 ＡＡ、ＢＡ、Ｄ 

 

登録 725167 「フェンス」  
L3-5300 ＡＡ，ＢＡ，Ｄ 

     

登録 579425 「フェンス」 
L3-5300 ＡＡ 

 

登録 714981 「フェンス」 
L3-5300 ＡＡ，ＢＡ、Ｄ 

 

登録 981916「フェンス」 

L3-5300 ＡＡ，ＢＡ，Ｄ 

 

登録 625423 「フェンス」  L3-5300 ＡＡ、ＢＡ、Ｄ 
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横桟が上下に数本、中央付近に一本程度であれば、このタームを付与する。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

桟が隙間なく並んでいるものには付与しない。 

縦桟が１本のものには付与しない。 

桟が垂直でないものには付与しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数のさくを有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 

１． 同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 

  （例えば縦桟と縦桟の組み合わせ → 縦桟 ＡＡ を付与） 

 

２． 異なる構成のものが複数、あるいは、いずれかのさくの構成がＡＡ～ＢＢのＤタームに該当しない 

… ＡＡ～ＢＢのＤタームを付与しない（例えば、「縦桟のさく」と「抽象模様パネルのさく」（該当するＤター

ムがない）の組み合わせ… 縦桟のさくを含んでいるが縦桟 ＡＡ を付与しない） →Ｄターム 「Ｃ さく

体混合型」を付与 

 

 

 

 

登録 725169 号  フェンス  
L3-5300ＡＡ，Ｄ 

     

登録 725168 号  フェンス 
 L3-5300 ＡＡ，Ｄ 

 

斜め横から見た図 

登録 857685 号 L3-5300  柵 

 

  登録 1063369 号  L3-5300   柵 

  

登録 1131297 号   L3-5300 ＡＡ，ＢＢ   柵 

     

登録 983503 号  L3-5300 
塵芥集積場区画用柵 

  
 

    
 

登録 1144714 号 L3-5300 ＡＡ，Ｄ 
バルコニー用柵 

     

登録 670611 号 フェンス 
L3-5300 ＡＡ，Ｄ 

 

登録 1176677 号 L3-5300 ＡＡ，Ｄ 
フェンス 
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７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

パネルにおけるＡＡ（縦桟構成型），ＡＢ（横桟構成型），ＡＣ（格子構成型）のいずれかの複数の要素からな

るＤタームの付与について（門扉、さく共通 

 

＜基本原則＞・・・・全体構成で判断  

  例えば 

   ・全体に及んでいる構成 

   ・全体を印象づけている構成のものに付与する。 

      （注意： 面積だけで一律判断しない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、１枚のパネルにＡＡ（縦桟構成型），ＡＢ（横桟構成型），ＡＣ（格子構成型）のいずれかの複

数の構成が含まれている場合であって、どの構成も全体に関わるものの場合、該当するＤタームを

複数付与する。（従となる構成が、ほぼ１／３以下である場合を除く） 

例えば、 

 ・各構成の面積比がほぼ同じで、いずれも全体を印象付けている等、１つのタームにしぼれないもの。 

     （注意： ・単にＡＡ～ＡＣの要素を含むというだけでは、付与しない。 

・主たる構成要素である縦又は、横桟を固定するための２，３本の横、または縦の補強材

は、桟とみない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

 

1118218 門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（中央部：該当タームなし） 

 

1131201 門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（左右部：該当タームなし） 

 
1155333  門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（下部：該当タームなし） 

 

1135087 フェンス 

（付与Ｄターム） 

  AB：横桟構成型 

  AC：格子構成型 
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このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ｃ さく体混合型 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

柵 道路用柵 フェンス 

手すり 高欄  
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５３００ ＡＢ 横桟構成型 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－４３０ 一 窓用さく、窓用面格等 

Ｌ３－４３１ 一 窓用面格子 

Ｌ３－５０ 一 屋外造作物 

Ｌ３－５３０ 一 さく 

Ｌ３－５３０Ｂ 一 さく（横桟構成型） 

Ｌ３－５３０Ｃ 一 さく（装飾体構成型） 

Ｌ３－５３０Ｄ 一 さく（縦桟、横桟及び装飾体構成型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ７－４０ ついたて及びびょうぶ等 

Ｋ３－１５１０Ａ 果樹用支柱等（フェンス型） 

Ｌ３－１１ 環境施設物 

Ｌ３－４００ ベランダ、バルコニー等 

Ｌ３－５０４ 門（扉付き） 

Ｌ３－５１００ 門扉 

Ｌ６－１００ＤＢ 建築用板 格子板型 

Ｌ６－１０１ＤＢ 建築用装飾板 格子板型 
D RM  

定義（図例必須） 

横桟構成のもの。軸が同一水平線状の桟。 

 

【このタームを付与する例】 

幅、長さ、間隔が一定でないもの、正面からは桟が重なって隙間がみえないもの。 

 

桟に凹凸、装飾があるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

前後に湾曲しているもの。 

登録 1145955 号  手摺 L3-5300 ＡB 

 

登録 849567 号  動物誘導用柵 L3-5300 ＡＢ 

 

登録 779420 号  安全柵 L3-5300 ＡB 
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階段や傾斜面に設置するものに限って、その傾斜にあわ 

せて、横桟が斜めなもの。 

 

 

 

 

 

 

横桟の端部に同一水平線状でない箇所（湾曲、凹凸、装飾等）があるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横桟に模様があるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

横桟の中に装飾等があるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

横桟を支持する縦桟が左右に数本、 

中央付近に１本までのもの。 

 

 

 

 

 

 

 

補強用の補助的な横桟のみも含む 

 

登録 1160161 号  手すり L3-5300 ＡＢ，ＡＦ 

 

登録 1090847 号  フェンス L3-5300 ＡB 

 

登録 716940 号  ガーデンフェンス  
L3-5300 ＡＢ，ＢＢ 

 

登録 554378 号 フェンス L3-5300 ＡＢ 
 
 

 

登録 982318 号  道路柵 L3-5300 ＡＢ 

 

登録 941294 号 柵 L3-5300 ＡＢ 

 

登録 1189426 号 段差用手すり L3-5300AB 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

桟が隙間なく並んでいるものには付与しない。 

手すりが１本（横桟状）のもの、さく体が枠状のものには付与しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桟が水平でないものには付与しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要なさく面に数本設けられた程度の場合は付与しない。 

 

 

 

 

 

 

 

複数のさくを有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 

１． 同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 

  （例えば横桟と横桟の組み合わせ → 横桟 ＡＢ を付与） 

 

異なる構成のものが複数、あるいは、いずれかのさくの構成がＡＡ～ＢＢのＤタームに該当しない … ＡＡ～ＢＢ

のＤタームを付与しない（例えば、「横桟のさく」と「抽象模様パネルのさく」（該当するＤタームがない）の組み合わ

せ… 横桟のさくを含んでいるが横桟 ＡＢ を付与しない） →Ｄターム 「Ｃ さく体混合型」を付与 

 

登録 940360 号  道路用さく L3-5300 ＡＦ 

 

登録 524409 号 道路柵 L3-5300  

 

登録 943506 号 柵柱 L3-5300  

 

登録 1132276 号  L3-5300ＡＡ  柵 

    

登録 1059237 号 柵 L3-5300 ＡＦ 

    

登録 879088 号 

車止め  L3-5300 ＡＦ 
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７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

パネルにおけるＡＡ（縦桟構成型），ＡＢ（横桟構成型），ＡＣ（格子構成型）のいずれかの複数の要素からな

るＤタームの付与について（門扉、さく共通 

 

＜基本原則＞・・・・全体構成で判断  

  例えば 

   ・全体に及んでいる構成 

   ・全体を印象づけている構成のものに付与する。 

      （注意： 面積だけで一律判断しない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、１枚のパネルにＡＡ（縦桟構成型），ＡＢ（横桟構成型），ＡＣ（格子構成型）のいずれかの複

数の構成が含まれている場合であって、どの構成も全体に関わるものの場合、該当するＤタームを

複数付与する。（従となる構成が、ほぼ１／３以下である場合を除く） 

例えば、 

 ・各構成の面積比がほぼ同じで、いずれも全体を印象付けている等、１つのタームにしぼれないもの。 

     （注意： ・単にＡＡ～ＡＣの要素を含むというだけでは、付与しない。 

・主たる構成要素である縦又は、横桟を固定するための２，３本の横、または縦の補強材

は、桟とみない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

 

1118218 門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（中央部：該当タームなし） 

 

1131201 門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（左右部：該当タームなし） 

 
1155333  門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（下部：該当タームなし） 

 

1135087 フェンス 

（付与Ｄターム） 

  AB：横桟構成型 

  AC：格子構成型 
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このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ｃ さく体混合型 

  

  
D RM  

過去に分類した物品の名称 

柵 フェンス 手すり 

道路用安全柵   
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５３００ ＡＣ 格子構成型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－４３０ 一 窓用さく、窓用面格等 

Ｌ３－４３１ 一 窓用面格子 

Ｌ３－５０ 一 屋外造作物 

Ｌ３－５３０ 一 さく 

Ｌ３－５３０Ａ 一 さく（縦桟構成型） 

Ｌ３－５３０Ｂ 一 さく（横桟構成型） 

Ｌ３－５３０Ｃ 一 さく（装食滞構成型） 

Ｌ３－５３０Ｄ 一 さく（縦桟、横桟及び装飾体構成型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ７－４０ ついたて及びびょうぶ等 

Ｋ３－１５１０Ａ 果樹用支柱等（フェンス型） 

Ｌ３－１１ 環境施設物 

Ｌ３－４００ ベランダ、バルコニー等 

Ｌ６－１００ＤＢ 建築用板 格子版型 

Ｌ６－１０１ＤＢ 建築用装飾板 格子版型 

  

  
 

定義（図例必須） 

格子（桟、あるいは格子線でかこまれた部分が孔）で構成されたもの。略平行直線状の２組の桟が交差する構

成。 

周囲に枠のない鋼線構成のもの（ＡＤ、ＡＤＡ、ＡＤＢ）を除く。 

【このタームを付与する例】 

幅、長さ、間隔が一定でないもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２種の格子が形成されているもの。 

 

登録 1101327 号  バルコニー用柵 
  L3-5300 ＡＣ，Ｄ 

 

登録 833753 号  安全柵 L3-5300 ＡＣ 

 

登録 1025730 号  フェンス 
L3-5300 ＡＣ，ＢＡ，Ｄ 

 

登録 943967 号 さく L3-5300 ＡＣ 
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格子の中、周囲に装飾、他の構成要素があるもの。 

このＤタームとの関係（付与しない意匠） 

交差する桟が１本のものには付与しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部の桟だけが交差するものには付与しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 1065607 号 
フェンス L3-5300 ＡＣ，ＢＡ，Ｄ 

 

登録 954522 号 フェンス L3-5300 H 

 

登録 924953 号  道路用さく L3-5300 
 
 
 

 

登録 936750 号  柵  L3-5300 ＡＡ、ＡＣ、Ｄ 

 

登録 1060457 号  フェンス   L3-5300 ＡＣ、ＢＡ，Ｄ 

 

登録 982222 号  フェンス  L3-5300 ＡＣ，ＢＡ，Ｄ 

     

登録 1060461 フェンス L3-5300 ＡＣ，ＢＡ，Ｄ 

 

登録 682735 号  高欄   L3-5300 
 
 

 

登録 725168 号  フェンス  L3-5300 ＡＡ，Ｄ 
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正面視、桟が湾曲するものには付与しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周囲全体に外枠を有さない鋼線鋼線のものは、ＤタームＡＤ，ＡＤＡ，ＡＤＢのいずれかを付与する。 

 

複数のさくを有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 

１． 同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 

  （例えば格子桟と格子桟の組み合わせ → 格子桟 ＡＣ を付与） 

 

異なる構成のものが複数、あるいは、いずれかのさくの構成がＡＡ～ＢＢのＤタームに該当しない … ＡＡ

～ＢＢのＤタームを付与しない（例えば、「格子桟のさく」と「抽象模様パネルのさく」（該当するＤタームがな

い）の組み合わせ… 格子桟のさくを含んでいるが格子桟 ＡＣ を付与しない） →Ｄターム 「Ｃ さく体混

合型」を付与 

 

 

 

 
 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

パネルにおけるＡＡ（縦桟構成型），ＡＢ（横桟構成型），ＡＣ（格子構成型）のいずれかの複数の要素からな

るＤタームの付与について（門扉、さく共通 

 

＜基本原則＞・・・・全体構成で判断  

  例えば 

   ・全体に及んでいる構成 

   ・全体を印象づけている構成のものに付与する。 

      （注意： 面積だけで一律判断しない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、１枚のパネルにＡＡ（縦桟構成型），ＡＢ（横桟構成型），ＡＣ（格子構成型）のいずれかの複

数の構成が含まれている場合であって、どの構成も全体に関わるものの場合、該当するＤタームを

複数付与する。（従となる構成が、ほぼ１／３以下である場合を除く） 

登録 741042 号  フェンス L3-5300 Ｄ 登録 933960 号  さく  L3-5300 Ｄ 

   

 

1118218 門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（中央部：該当タームなし） 

 

1131201 門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（左右部：該当タームなし） 

 
1155333  門扉 

（付与Ｄターム） 

AC：格子構成型 

（下部：該当タームなし） 
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例えば、 

 ・各構成の面積比がほぼ同じで、いずれも全体を印象付けている等、１つのタームにしぼれないもの。 

     （注意： ・単にＡＡ～ＡＣの要素を含むというだけでは、付与しない。 

・主たる構成要素である縦又は、横桟を固定するための２，３本の横、または縦の補強材

は、桟とみない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

   

          を付与する。 

Ｃ さく体混合型 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

さく 道路用さく フェンス 

手すり 道路用安全さく  

 

 

1135087 フェンス 

（付与Ｄターム） 

  AB：横桟構成型 

  AC：格子構成型 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５３００ ＡＤ 鋼線構成型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－４３０ 一 窓用さく、窓用面格等 

Ｌ３－４３１ 一 窓用面格子 

Ｌ３－５３０ 一 さく 

Ｌ３－５３０Ｅ 一 さく（鋼線構成型） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ７－４０ ついたて及びびょうぶ等 

Ｋ３－１５１０Ａ 果樹用支柱等（フェンス型） 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉等 

Ｌ３－１１ 環境施設物 

Ｌ３－４００ ベランダ、バルコニー等 

Ｌ６－１００ＤＢ 建築用板 格子版型 

Ｌ６－１０１ＤＢ 建築用装飾板 格子版型 

Ｍ１－５１ 金網 

  
 

定義（図例必須） 

鋼線構成のもので、ＡＤＡ、ＡＤＢにあてはまらないもの。 

 

 

 

 

登録 1159817 号 
フェンス  L3-5300ＡＤ ,Ｄ 

 

  
 

   
 

 
 

 

登録 1073675 号 
フェンス  L3-5300 ＡD ,Ｄ 

 

 
 
 

 
 

登録 1117431 号 
フェンス  L3-5300 ＡＤ、 

 

 
 

 

 

登録 1126455 号 
金網  L3-5300ＡＤ、Ｄ 

 
 

 
 
 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

簡易な枠を除き、周囲全体に外枠を有するものは、ここに含まない。 

編んだネット状（金網フェンス）のもの、エキスパンド・メタルは含まない。 

複数のさくを有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 

１． 同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 

  （例えば鋼線と鋼線の組み合わせ → 鋼線 ＡＤ を付与） 

    複数の鋼線さく体で構成されるもんは、ＡＤＡ、ＡＤＢでなく形態に関わらずＡＤを付与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．異なる構成のものが複数、あるいは、いずれかのさくの構成がＡＡ～ＢＢのＤタームに該当しない … ＡＡ～

ＢＢのＤタームを付与しない（例えば、「鋼線のさく」と「抽象模様パネルのさく」（該当するＤタームがない）の組み

合わせ… 鋼線のさくを含んでいるが鋼線 ＡＤ を付与しない） →Ｄターム 「Ｃ さく体混合型」を付与 

 

 

 

 
 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

    

          を付与する。 

ＡＤＡ 鋼線平面構成型 

ＡＤＢ 鋼線胴縁有り型 

Ｃ さく体混合型 

  
 

過去に分類した物品の名称 

さく フェンス  

   

 

登録 1145158 号 
フェンス  L3-5300 ＡD ,Ｄ 

     

登録 1147624 号 
フェンス  L3-5300 ＡD ,Ｄ 

 

     
 

登録 1181947 フェンス L3-5300ＡＤ 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５３００ ＡＤＡ 鋼線平面構成型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－４３０ 一 窓用さく、窓用面格等 

Ｌ３－４３１ 一 窓用面格子 

Ｌ３－５３０ 一 さく 

Ｌ３－５３０Ｅ 一 さく（鋼線構成型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ７－４０ ついたて及びびょうぶ等 

Ｋ３－１５１０Ａ 果樹用支柱等（フェンス型） 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉等 

Ｌ３－１１ 環境施設物 

Ｌ３－４００ ベランダ、バルコニー等 

Ｌ６－１００ＤＢ 建築用板 格子版型 

Ｌ６－１０１ＤＢ 建築用装飾板 格子版型 

Ｍ１－５１ 金網 

  
 

定義（図例必須） 

鋼線構成のもののうち、平面体で前後に変化のないもの。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

簡易な枠を除き、周囲全体に外枠を有するものは、含まない。 

 

複数のさくを有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 

１． 同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 

  （例えば鋼線と鋼線の組み合わせ → 鋼線 ＡＤ を付与） 

    複数の鋼線さく体で構成されるもんは、ＡＤＡ、ＡＤＢでなく形態に関わらずＡＤを付与する。 

登録 760627-002 号 
フェンス  L3-5300ＡＤＡ、,Ｄ 

  

登録 1117983 号 
道路用防獣さく  L3-5300ＡＤＡ,Ｄ 

   
 

登録 1178613 号 
フェンス  L3-5300ＡＤＡ,Ｄ 
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２．異なる構成のものが複数、あるいは、いずれかのさくの構成がＡＡ～ＢＢのＤタームに該当しない … ＡＡ～

ＢＢのＤタームを付与しない（例えば、「鋼線のさく」と「抽象模様パネルのさく」（該当するＤタームがない）の組み

合わせ… 鋼線のさくを含んでいるが鋼線 ＡＤ を付与しない） →Ｄターム 「Ｃ さく体混合型」を付与 

 

 
７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

 

          を付与する。 

ＡＤ 鋼線構成型 

ＡＤＢ 鋼線胴縁有り型 

Ｃ さく体混合型 

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

さく フェンス  

   

 

登録 1181947 フェンス L3-5300 ＡＤ 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

簡易な枠を除き、周囲全体に外枠を有するものは、含まない。 

 

複数のさくを有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 

１． 同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 

  （例えば鋼線と鋼線の組み合わせ → 鋼線 ＡＤ を付与） 

    複数の鋼線さく体で構成されるもんは、ＡＤＡ、ＡＤＢでなく形態に関わらずＡＤを付与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．異なる構成のものが複数、あるいは、いずれかのさくの構成がＡＡ～ＢＢのＤタームに該当しない … ＡＡ～

ＢＢのＤタームを付与しない（例えば、「鋼線のさく」と「抽象模様パネルのさく」（該当するＤタームがない）の組み

合わせ… 鋼線のさくを含んでいるが鋼線 ＡＤ を付与しない） →Ｄターム 「Ｃ さく体混合型」を付与 

 

 

 

 
 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

   

          を付与する。 

ＡＤ 鋼線構成型 

ＡＤＡ 鋼線平面構成型 

Ｃ さく体混合型 

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

さく フェンス  

   

 

登録 1181947 フェンス L3-5300 ＡＤ 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５３００ ＡＥ ガラリ構成型 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－４３０ 一 窓用さく、窓用面格子等 

Ｌ３－４３１ 一 窓用面格子 

Ｌ３－５３０ 一 さく 

Ｌ３－５３０Ａ 一 さく（縦桟構成型） 

Ｌ３－５３０Ｂ 一 さく（横桟構成型） 
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－５０４ＡＥ 門（扉付き）（扉ガラリ構成構成型） 

Ｌ３－５１００ＡＥ 門扉（ガラリ構成型） 

Ｌ４－６２２０Ａ 窓及び枠付き窓（ルーバー構成型） 

Ｌ４－６２４０ 格子、よろい戸及び雨戸 

Ｌ４－６２４０Ａ 格子、よろい戸及び雨戸（ルーバー構成型） 
 

定義（図例必須） 

ガラリ構成のもの。 
羽根板と羽根板の間に隙間があるもので、正面視において、重なって隙間がなくみえるものも含む。 

（隙間のないものは含まない）。 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

傾きのない板に単に隙間を設けたものは含まない。 

 

複数のさくを有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 
１． 同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 
  （例えばガラリとガラリの組み合わせ → ガラリ ＡＥ を付与） 
 
２．異なる構成のものが複数、あるいは、いずれかのさくの構成がＡＡ～ＢＢのＤタームに該当しない … Ａ

Ａ～ＢＢのＤタームを付与しない（例えば、「ガラリのさく」と「抽象模様パネルのさく」（該当するＤタームがな

い）の組み合わせ… ガラリのさくを含んでいるがガラリ ＡＥ を付与しない） →Ｄターム 「Ｃ さく体混合

型」を付与 

登録 1061958 号 
ベランダ用さく  L3-5300 AE,D 

  
 

登録 1158565 号 
フェンス   

L3-5300 AE,D 

    

登録 896329 号 
フェンス  L3-5300 AE,D 

 

  

登録 728377 号 
建物用手習  L3-5300 AE 
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D RM  

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ｃ さく体混合型 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

柵 フェンス 手すり 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５３００ ＡＦ パイプ構成型 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５３０ 一 さく 

Ｌ３－５３０Ｂ 一 さく(横桟構成型) 

   
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ７－２０３ さく、囲い兼用型腰掛け 

Ｌ３－２０２９ 住宅衛生設備室構成体 

  
D RM  

定義（図例必須） 

単純なパイプ構成のもので、桟のないもの（一本のパイプを湾曲したものを含む）及び支柱に１本の手すりの

みのもの。 

明らかにいす兼用のもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 1096903 号 
高欄  L3-5300 ＡＦ 

 

 

登録 856650 号 
歩道柵  L3-5300 ＡＦ 

 

登録 1100323 号 
道路用さく  L3-5300 ＡＦ 

 

 

登録 940360 号  道路用さく L3-5300 ＡＦ 

 

登録 1160161 号  手すり L3-5300 ＡＢ，ＡＦ 
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パイプ形状は円筒に限らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

腰掛け、いす、ベンチと兼用が明らかなもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 854316 号 
車止め  L3-5300 ＡＦ 

 

登録 1002896 号 
昇降用手摺  L3-5300 ＡＦ 

 

登録 879088 号 
車止め  L3-5300 ＡＦ 

 

登録 1054226 号  柵 L3-5300 ＡＢ ＡＦ 

    

登録 879954 号  柵 L3-5300 ＡＢ ＡＦ 

 

 

登録 1025774 号  さく L3-5300 ＡＡ ＡＦ 

 

登録 985133 号  柵 L3-5300 ＡＢ ＡＦ 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

 

「腰掛、いす、ベンチ」という物品の名称で、 

道路、公園に設置、固定する柵にもなりうる 

ものはＤ７－２０３に分類する。 

 

Ｄ７－２０３との関係 

① 物品名及び説明（図）その他の記載から「さくと腰掛け（いす）の兼用」が明らかなもの 

② 物品名及び説明（図）その他の記載には「さく」の用途しか明示されていないもの 

上記①又は②に該当するものに関して、 

上辺部や側辺部にパイプ３本以上または板材によりほぼ水平な座面が構成されている場合はＤ７－２０３と

し、それ以外はＬ３－５３００とする。 

 

※判断に迷う場合（例えばパイプ又は板材であっても座面であることが明確でない場合）はＬ３－５３００。 

※「腰掛け（いす）」の用途しか明示されていないものに関しては、形態の如何を問わず、Ｄ７－２代である

が、そのうち形状が“柵、囲い”状のものをＤ７－２０３に優先的に付与する。 

 

パイプ構成型に、腰掛け、いす、ベンチと兼用のものが多いことから、腰掛け、いす、ベンチと兼用が明らか

なものは、パイプ構成型以外であっても、例外的にこのタームを付与する。 

 

パイプ構成型の以外にも、「Ｌ３－５３００ＡＢ 横桟構成型」に腰掛け、いす、ベンチにもなりうるものがある。 

 

 

縦桟構成のさく体、横桟構成のさく体、格子構成のさく体、鋼線構成のさく体からなるさくの一部に取り付け

られたパイプ構成にはこのタームを付与しない。 

支柱に手すりと１本の水平横桟を取り付けたものは、横桟構成型（Ｌ３－５３００ＡＢ） 

 
D RM  

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

複数のさくを有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 
１． 同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 
  （例えばパイプ構成とパイプ構成の組み合わせ → パイプ構成 ＡＦ を付与） 
 
異なる構成のものが複数、あるいは、いずれかのさくの構成がＡＡ～ＢＢのＤタームに該当しない … ＡＡ～ＢＢ

のＤタームを付与しない（例えば、「パイプ構成のさく」と「抽象模様パネルのさく」（該当するＤタームがない）の組

み合わせ… パイプ構成のさくを含んでいるがパイプ構成 ＡＦ を付与しない） →Ｄターム 「Ｃ さく体混合型」

を付与 

 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

 

 
D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ｃ さく体混合型 

  

  
D RM  

過去に分類した物品の名称 

柵 手すり  

   

 

登録 885556 号 
ベンチ  D7-203 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５３００ ＢＡ 古典的装飾模様有り 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－４３０ 一 窓用さく、窓用面格子等 

Ｌ３－４３１ 一 窓用面格子 

Ｌ３－５３０ 一 さく 

Ｌ３－５３０Ａ 一 さく（縦桟構成型） 

Ｌ３－５３０Ｂ 一 さく（横桟構成型） 

Ｌ３－５３０Ｃ 一 さく（装飾体構成型） 

Ｌ３－５３０Ｄ 一 さく（縦桟、横桟、および装飾体構成型） 

Ｌ３－５３０Ｅ 一 さく（鋼線構成型） 

Ｌ３－５３０Ｆ 一 さく（パネル構成型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ７－４０ ついたて及びびょうぶ等 

Ｋ３－１５１０Ａ 果樹用支柱等（フェンス型） 

Ｌ３－１１ 環境施設物 

Ｌ３－４００ ベランダ、バルコニー等 

Ｌ６－１００ＤＢ 建築用板 格子板型 

Ｌ６－１０１ＤＢ 建築用装飾板 格子板型 
 

定義（図例必須） 

古典的装飾模様、唐草模様等を表したもの。古典的装飾については、古代、中世等の建造物に多くみられ

る華飾模様で、手すり子や枠体に加飾したもの。模様については、唐草の外、アカンサス、パルメット、等の

植物をモチーフとした曲線状の古典的草柄装飾模様を含む。また、Ｓ字、Ｃ字等の組み合わせを含む。（Ｌ３

－５０４ ＢＡの定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録1048745号   L3-5300 ＡＣ、ＢＡ，Ｄ 
フェンス 

登録 1134995 号 L3-5300 ＡＡ、ＢＡ，Ｄ 
フェンス 

登録 1131207 号 L3-5300 ＡＡ，ＢＡ，Ｄ 
フェンス 

登録 737987-001 号 L3-5300 ＢＡ，Ｄ 
フェンス 

登録 935408 号 L3-5300 ＢＡ 
フェンス 

登録 765294 号 L3-5300 ＢＡ，Ｄ 
フェンス 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

複数のさくを有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 

１． 同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 

  （例えば古典的装飾模様ありと古典的装飾模様ありの組み合わせ → 古典的装飾模様あり ＢＡ を付与） 

 

異なる構成のものが複数、あるいは、いずれかのさくの構成がＡＡ～ＢＢのＤタームに該当しない … ＡＡ～ＢＢ

のＤタームを付与しない（例えば、「古典的装飾模様ありのさく」と「抽象模様パネルのさく」（該当するＤタームが

ない）の組み合わせ… 古典的装飾模様ありのさくを含んでいるが ＢＡ を付与しない） →Ｄターム 「Ｃ さく体

混合型」を付与 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ｃ さく体混合型 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

柵 フェンス  

   

   

 

登録 1040225 号 
 L3-5300 ＡＣ、ＢＡ，Ｄ 
建築用ブロックフェンス 

登録 521772 号 
 L3-5300 ＢＡ，Ｄ 
柵杆 

登録 935202 号 
 L3-5300ＡＣ 
ＢＡ，Ｄ フェンス 

登録 1175823 号 
フェンス  
L3-5300 ＡＣ，ＢＡ，Ｄ 

 

登録 1176931 号 
L3-5300 ＡＡ，ＢＡ，Ｄ  

フェンス 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５３００ ＢＢ 具象模様有り 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－４３０ 一 窓用さく、窓用面格子等 

Ｌ３－４３１ 一 窓用面格子 

Ｌ３－５３０ 一 さく 

Ｌ３－５３０Ａ 一 さく（縦桟構成型） 

Ｌ３－５３０Ｂ 一 さく（横桟構成型） 

Ｌ３－５３０Ｃ 一 さく（装飾体構成型） 

Ｌ３－５３０Ｄ 一 さく（縦桟、横桟、および装飾体構成型） 

Ｌ３－５３０Ｅ 一 さく（鋼線構成型） 

Ｌ３－５３０Ｆ 一 さく（パネル構成型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ７－４０ ついたて及びびょうぶ等 

Ｋ３－１５１０Ａ 果樹用支柱等（フェンス型） 

Ｌ３－１１ 環境施設物 

Ｌ３－４００ ベランダ、バルコニー等 

Ｌ６－１００ＤＢ 建築用板 格子板型 

Ｌ６－１０１ＤＢ 建築用装飾板 格子板型 
 

定義（図例必須） 

具象形状、具象模様を表したもの。 

文字、記号を含む。 

 

登録 1096433 

「フェンス」 L3-5300 ＢＢ 

登録 1023121「フェンス」 
L3-5300ＡＡ，ＢＢ 

 

登録 881115 

「柵」 L3-5300 ＢＢ，Ｄ 

登録 1040544 

「柵」 L3-5300 ＢＢ、Ｄ 

登録 936898 号 
柵 L3-5300 ＡＣ、ＢＢ、Ｄ 

 

登録 716940 号 
ガーデンフェンス L3-5300 ＡＢ，ＢＢ 

 

登録 1131297 号   L3-5300 ＡＡ，ＢＢ   柵 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

複数のさくを有するもののＡＡ～ＢＢのＤターム付与 

１． 同じ構成のものが複数 … 該当するＡＡ～ＢＢのＤタームがあれば付与 

  （例えば縦桟と縦桟の組み合わせ → 偽証模様あり ＢＢ を付与） 

 

異なる構成のものが複数、あるいは、いずれかのさくの構成がＡＡ～ＢＢのＤタームに該当しない … ＡＡ～ＢＢ

のＤタームを付与しない（例えば、「具象模様ありのさく」と「抽象模様パネルのさく」（該当するＤタームがない）の

組み合わせ… 具象模様ありのさくを含んでいるが具象模様あり ＢＢ を付与しない） →Ｄターム 「Ｃ さく体

混合型」を付与 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ｃ さく体混合型 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

さく フェンス 道路用安全さく 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５３００ Ｃ さく体混合型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－４３０ 一 窓用さく、窓用面格等 

Ｌ３－４３１ 一 窓用面格子 

Ｌ３－５０ 一 屋外造作物 

Ｌ３－５３０ 一 さく 

Ｌ３－５３０Ｄ 一 さく（縦桟、横桟及び装飾体構成型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ７－４０ ついたて及びびょうぶ等 

Ｋ３－１５１０Ａ 果樹用支柱等（フェンス型） 

Ｌ３－１１ 環境施設物 

Ｌ３－４００ ベランダ、バルコニー等 

Ｌ６－１００ＤＢ 建築用板 格子板型 

Ｌ６－１０１ＤＢ 建築用装飾板 格子板型 
 

定義（図例必須） 

支柱を介して切り離される複数のさく体を有し、かつそのさく体が異なった構成、模様のもの。 

 

並列に構成されているもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上下に構成されているもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 545025 フェンス 

 

登録 764153 高欄 

 

登録 945584 柵 

 

登録 963080 フェンス 

 

登録 1128239 フェンス 

 

登録 655279 防護柵 
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前後に構成されているもの。 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

形態が異なっても、鋼線構成同士、縦桟同士等、同じ構成の組み合わせは含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数本のパイプ程度のものは、一つのさく体として数えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連続して一体の模様を構成する場合や、同種の模様の場合は、異なった模様としない。 

 

 

 

 

 

登録 1095185 柵 

 

登録 1131297 号   L3-5300 ＡＡ，ＢＢ   柵 

     

登録 1132276 号  L3-5300 ＡＡ  柵 

    

登録 1108083 柵 

 

登録 1065439 フェンス 

 

登録 1115512 フェンス 

 

登録 1029312 柵 
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７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 縦桟構成型 

ＡＢ 横桟構成型 

ＡＣ 格子構成型 

ＡＤ 鋼線構成型 

ＡＤＡ 鋼線平面構成型 

ＡＤＢ 鋼線胴縁あり型 

ＡＥ ガラリ構成型 

ＡＦ パイプ構成型 

ＢＡ 古典的装飾模様あり型 

ＢＢ 具象模様あり型 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

柵 フェンス 道路用さく 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５３００ Ｄ 支柱無し 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－４３０ 一 窓用さく、窓用面格等 

Ｌ３－４３１ 一 窓用面格子 

Ｌ３－５３０ 一 さく 

Ｌ３－５３０Ａ 一 さく（縦桟構成型） 

Ｌ３－５３０Ｂ 一 さく（横桟構成型） 

Ｌ３－５３０Ｃ 一 さく（装飾体構成型） 

Ｌ３－５３０Ｄ 一 さく（縦桟、横桟及び装飾体構成型） 

Ｌ３－５３０Ｅ 一 さく（鋼線構成型） 

Ｌ３－５３０Ｆ 一 さく（パネル構成型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ７－４０ ついたて及びびょうぶ等 

Ｋ３－１５１０Ａ 果樹用支柱等（フェンス型） 

Ｌ３－１１ 環境施設物 

Ｌ３－４００ ベランダ、バルコニー等 

Ｌ６－１００ＤＢ 建築用板 格子板型 

Ｌ６－１０１ＤＢ 建築用装飾板 格子板型 

  
 

定義（図例必須） 

支柱のないもの。金具で支柱にとりつけて完成したさくとなる、さく本体（パネル状）。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

８個以上のＤタームに当てはまる場合は、Ｄタームは全て付与しない。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

さく フェンス 窓用面格子 

   

 

登録 1144714  L3-5300 ＡＡ，Ｄ 

「バルコニー用柵」 

登録 1128237  L3-5300 ＡＣ，Ｄ 

「フェンス」 

登録 1142408  L3-5300 ＡＡ，ＢＡ，Ｄ 

「フェンス」 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５３１ ガーデンフェンス 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５３１ 全 ガーデンフェンス 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｋ３－１５１０Ａ 果樹用支柱等（フェンス型） 

Ｌ２－３３１ 農業、園芸用ブロック 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

ガーデンフェンス   

   
８ 

定義 

庭の花壇等の周囲に設ける主として差込みタイプのものを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

植物の育成を目的とする支柱は含まない（→Ｋ３－１５１０Ａ） 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1144353 

「植物用支柱」 

登録 1112488  「園芸用

柵」 
登録 1060940 「ガーデンフェン

ス  

登録 1059413  「花壇用

柵」 

登録 1043305 「ガーデンフェン

ス」 
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意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５３２ 道路用移動さく 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５３２ 全 道路用移動さく 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ５－１０１ 広告用具及び表示用具 

Ｊ６－４００ 交通安全用機器 

Ｌ１－４４ 仮設用さく、仮設用門扉等 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

道路用移動さく 道路用安全さく  

   
８ 

定義 

道路に設置する境界や区画等のためのさくで、移動可能なもの。 

移動さく用脚、連結桿等を含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

コーン状の危険個所表示具はＪ６－４００（交通安全用機器）であるが、その連結具はＬ３－５３２ 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

道路用移動さく 道路用安全さく バリケード用パイプ支持脚 

   

 

登録 982771 

「道路用安全さく」 

登録 991895 

「道路用安全さく」 

登録 985840 

「道路用安全さく」 

登録 843305 

「道路用移動さくの連結杆」 

登録 1128264 

「移動柵用スタンド」 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５３３ 壁取付け用手すり 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５３０ 一 塀、さく及び手すり 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－２０２９ 住宅衛生設備室構成体 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 

Ｌ３－５９３ 塀、さく、手すり等笠木 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

壁面取付け用手すり   

   
８ 

定義 

建物、階段、玄関、廊下等の壁面に取り付ける手すり。 

登録 1158311 「手摺」 登録 1094545 「エレベータかごの手摺」 登録 1049942 「建物用ガードレール」 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・取っ手・手すりについて 

住宅衛生設備室以外で用いられる取っ手・手すりで、壁面に設置するものはＬ３－５３３（壁取付け用手す

り）に分類する。 

 

住宅衛生設備室以外で用いられる取っ手・手すりで、地面、または、一方を壁面、一方を床に設置するさく

状のものはＬ３－５３００（塀，さく及び手すり）に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長尺の手すり材はＬ３－５９３（塀，さく，手すり等笠木）に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｌ３－５３００ AF 

登録 1077163 

「階段用手すり」

 

Ｌ３－５３００ AA、D 

登録 1255845 

「手摺り」

 

Ｌ３－５３００ AF 

登録 1298111 

「段差用手すり」

Ｌ３－５３００ AB 

登録 1257925 

「バルコニー手すり」

 

Ｌ３－５９３ 

登録 1175924 

「壁面ガードレール材」 

Ｌ３－５９３ 

登録 1173840 

「手すり材」
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住宅衛生設備室に使用する取っ手・手すりは、便器に直接取り付ける、便器の三方向以上を囲むように

設置する、ペーパーホルダーなど便所特有の機能を有する等、便所専用のもの（Ｄ５－４９５）以外は、部品

を含みＬ３－２０２９に分類する。 

住宅衛生設備室以外で用いられる取っ手・手すりは、設置する場所によって分類が別れるが、住宅衛生

設備室に用いられるものは設置する場所を問わずＬ３－２０２９に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
住宅衛生設備室以外で用いられる取っ手・手すりで、ペーパーホルダーなど便所特有の機能を有する等、

便所専用のものはＤ５－４９５（便所用介助具）に分類する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
便器周辺に取り付ける取っ手・手すりもＬ３－２０２９に分類する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｌ３－２０２９ 

登録 1285215 

「浴室用手すり」 

 

Ｌ３－２０２９ 登録 1285976 「手すり」 
【意匠に係る物品の説明】 

本願物品は、使用状況参考図にあるように、主として、ト

イレ、浴室、玄関等に、設置して、使用するものである。

 

 

Ｄ５－４９５ 
登録 1173324 号 

「大便器用肘掛けの

取 付 用 フ レ ー ム 」

 

Ｄ５－４９５ 
登録 1102508  

「便器用背もたれ付き手すり」

 

 

Ｄ５－４９５ 
登録 1188335 号 

「手すりペーパーホルダー」 

 

Ｌ３－２０２９ 

登録 1150869 号 

手摺り

 

Ｌ３－２０２９ 

登録 1150873 号 
手すりの握り棒

 

Ｌ３－２０２９ 
登録 1094378 号 

介助用手摺り

 

Ｌ３－２０２９ 
登録 1077966 号 

介助用手摺り
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分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

手すり 建物用ガードレール  
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｌ３－５９１ 塀用ブロック 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ６－１３２１    全 塀用コンクリートブロック   

Ｌ６－１３２１Ａ   全 塀用コンクリートブロック（空胴型） 

Ｌ６－１３２１Ｂ 全 塀用コンクリートブロック（門柱型及び笠木型） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ２－０１０ その他の土木構築用ブロック 

Ｌ２－２１４ 構造物用基礎ブロック 

Ｌ２－２２４００ 法面保護用ブロック 

Ｌ２－３３１ 農業、園芸用ブロック 

Ｌ２－５２１００ 縁石ブロック等 

Ｌ３－５９３ 塀、さく、手すり等笠木 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

塀用ブロック 建築用ブロック 門柱用ブロック 

塀用コンクリートブロック 建築用コンクリートブロック  

   

   
 

定義 

多数積み重ねて塀を構成するブロック。建築壁を構成するもの、門柱を構成するものを含む。 

縁石ブロック（Ｌ２－５２１００）、農業、園芸用ブロック（Ｌ２－３３１）であっても、積み重ねるものは、ここに分

類する。 

 

Ｌ3-591 登録 905012 号「壁構成用ブロック」 

   

Ｌ3-591Ａ 登録1014788号 

「門柱用ブロック」 

  

 

  

Ｌ3-591 登録 985160 号 

「塀用コンクリートブロック」 

 

    

Ｌ3-591 登録 1148584 号  「縁石ブロック」 
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分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

積み重ねずに、横に並べるだけで塀を構成するものは、Ｌ３－５００門、塀、さく等に分類する。 

 

D C S  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｌ3-500 登録 875820 号 「塀用ブロック」 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５９１ Ａ 空胴型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ６－１３２１Ａ   全 塀用コンクリートブロック（空胴型） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ２－０１０ その他の土木構築用ブロック 

Ｌ２－２２４００ 法面保護用ブロック 
 

定義（図例必須） 

空胴形成、鉄筋配設用に、垂直方向に孔が開いているもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

水平方向に孔が開いているものは含まない。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

Ｌ3-591Ａ 登録 989368 号 

「建築用ブロック」 

 

Ｌ3-591Ａ 登録 1036595 号 

「建築用ブロック」 

 

Ｌ3-591Ａ 登録 1147694 号 

「煉瓦」 

 

Ｌ3-591 登録 1135293 号 「塀用コンクリートブロック」 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５９１ Ｂ 笠木型 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ６－１３２１Ｂ  全 塀用コンクリートブロック（笠木型） 

   

   

   
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－５９３ 塀、さく、手すり等笠木 

  

  
 

定義（図例必須） 

最上部に使用するもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

D RM  

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
D RM  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｌ3-591Ｂ  

登録 1148396 号 

「建築用ブロック」 

 

Ｌ3-591Ａ、Ｂ 登録 1133969 号 

「門柱用笠木ブロック」 

 

 

 
 

Ｌ3-591Ｂ  

登録 1082112 号 

「建築用ブロック」 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５９２ 塀、さく等支柱 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５４１０ 一 門扉、塀、さく等支柱 

Ｌ３－５４１１ 一 門扉用支柱 

Ｌ３－５４７１ 全 道路用さく親柱 

Ｌ３－５４７２ 全 道路用さく支柱 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－４２００ 庭園灯 

Ｆ５－１０１ 広告用具及び表示用具（床置型及び路上設置型） 

Ｌ１－１４ 足場用支柱 

Ｌ１－２２００ 仮設用支柱、梁 

Ｌ１－２３ 土留め用支保工 

Ｌ１－４９ 仮設工事付帯用品部品及び付属品 

Ｌ２－５２１０１ 車輪止めブロック 

Ｌ７－１１ 建物用基本構造材 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

手すり用支柱 手すり用支柱材 ベランダ手すり用支柱 

ベランダ手すり用支柱材 階段手すり用支柱 階段手すり用支柱材 

防雪さく用支柱 門扉用支柱材 道路用さく親柱 

車止め用ポール 防音壁用支柱 道路用さく支柱 
 

定義 

ベランダ・階段・窓用手すり、塀、柵（道路用を含む）を支える柱、及び車止め柱。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

登録１１３６０３９号 

フェンス用柱 

登録１１０８９６８号 

屋外用柵柱 

登録１１４８６７７号 

車止め 
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分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

○ 門扉用支柱を除く（→Ｌ３－５２００）が、構成材である長尺の門扉用支柱材（端部加工無し）は、この分

類に含む。 

○ 「車止め」という名称の物品については、公園の入り口などに設置される、車の進入禁止を示す柱状の

もの（柱の高さが低いものも、例外的に含む）のみを分類する。（「車止め」という名称の物品で、自動車

のタイヤに当接し、自動車の侵入を阻止するもの→Ｌ２－５２５ 車輪止めブロック） 

○ 防音壁、防風壁、防雪さく用の支柱も含む。  
 

過去に分類した物品の名称 

フェンス用支柱 車止め用ポール 車止め 

防護柵用支柱 高欄用親柱 橋梁用防護柵の支柱 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５９２ Ａ 支柱材（端部加工無し） 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５４１０ 一 門扉、塀、さく等支柱 

Ｌ３－５４１１ 一 門扉用支柱 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ７－１１ 建物用基本構造材 

  
 

定義（図例必須） 

上下方向に連続する、長尺の支柱材。（アルミニウムを材料とする押出し成型材が多いが、その他の材質も

あり。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 端部に加工がしてあるもの（支柱として使用する場合の頂部が閉鎖していたり、基台となるフランジが設け

てあるなど）は、含まない。 

 
７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 パイプレール支持可能な凹部が等間隔に設けてある連続材の場合、Ｄパイプレール支持型に対して優先

する。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠にはＬ３－５９２（意匠分

類のみ）を付与する。 

Ｂ 地中収納型 

Ｃ 道路用さく親柱型 

Ｄ パイプレール支持型 
９ 

過去に分類した物品の名称 

手すり用支柱材 階段手すり用支柱材 門扉用支柱材 

   

 

登録１１１６５９１号 

門扉用支柱材 

登録１１１６５８８号 

門扉用支柱材 

登録１１０６９３７号 

門扉用支柱材 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５９２ Ｂ 地中収納型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５４１０ 一 門扉、塀、さく等支柱 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

 支柱本体がさや管の中に収納できる構造のもので、さや管は地中に埋設され、支柱本体を引き上げ固定

して使用するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

さや管が無く、単なる柱形のものは、付与しない。（下方に地中埋め込み部があっても、同様） 
 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠にはＬ３－５９２（意匠分

類のみ）を付与する。 

Ａ 支柱材（端部加工無し） 

Ｃ 道路用さく親柱型 

Ｄ パイプレール支持型 
９ 

過去に分類した物品の名称 

車止め 柵用支柱  

   

 

登録１１４７５０２号 

車止め 
登録１００５０６５号 

柵用支柱 

登録９６０２４１号 

柵用支柱 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５９２ Ｃ 道路用さく親柱型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５４７１ 一 道路用さく親柱 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

 道路さく及び橋梁さく等の端に使用する親柱。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

階段の手すりに使用する親柱は、含まない。（→Ｌ３－５９２） 

高欄支柱は含まない。（例．登録９６１９８４号→Ｌ３－５９２） 

親柱を構成する部品のうち、Ａの支柱材以外のものを含む。（例．登録第８８８１５５号 

親柱用型材） 
７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠にはＬ３－５９２（意匠分

類のみ）を付与する。 

Ａ 支柱材（端部加工無し） 

Ｂ 地中収納型 

Ｄ パイプレール支持型 
９ 

過去に分類した物品の名称 

高欄親柱   

   

 

登録 1084874 号 

欄干用の親柱 

登録８８８１５３号 

高欄親柱  
登録８８１８０５号  

高欄親柱 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５９３ 塀、さく、手すり等笠木 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５４２０ 全 塀、さく及び手すり用笠木 

Ｌ３－５４２１ 全 塀用笠木 

Ｌ３－５４７０ 一 道路さく、橋りょうさく等構成部材 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

手すり用笠木 手すり用笠木材 階段手すり用笠木材 

階段手すり用笠木材 道路さく用笠木 道路さく用笠木材 

塀用笠木 塀用笠木材  
８ 

定義 

塀、さく、手すり等に用いられる笠木を分類する。ブラケットを介さず壁に直接取り付けられる建築用ガード

レールもここに分類する。 

道路用防音壁の笠木もここに分類する。 

登録 1159027 「階段用笠木コーナー部材」 登録 1110701 「握り棒」 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

道路用ガードレール板はＬ３－５９０（門、塀、さく等部品及び付属品）に分類する。 

 

・取っ手・手すりについて 

長尺の手すり材はＬ３－５９３（塀，さく，手すり等笠木）に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅衛生設備室以外で用いられる取っ手・手すりで、地面、または、一方を壁面、一方を床に設置するさく

状のものはＬ３－５３００（塀，さく及び手すり）に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅衛生設備室以外で用いられる取っ手・手すりで、壁面に設置するものはＬ３－５３３（壁取付け用手す

り）に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｌ３－５３００ AF 

登録 1077163 

「階段用手すり」

 

Ｌ３－５３００ AA、D 

登録 1255845 

「手摺り」

 

Ｌ３－５３００ AF 

登録 1298111 

「段差用手すり」

Ｌ３－５３００ AB 

登録 1257925 

「バルコニー手すり」

 

 

Ｌ３－５９３ 

登録 1175924 

「壁面ガードレール材」 

Ｌ３－５９３ 

登録 1173840 

「手すり材」

 

Ｌ３－５３３ 

登録 1094545  

 「エレベータかごの手摺」

   

 

 

Ｌ３－５３３ 

登録 1158311  

「手摺」 

 

Ｌ３－５３３ 

登録 1049942 

 「建物用ガードレール」 
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住宅衛生設備室に使用する取っ手・手すりは、便器に直接取り付ける、便器の三方向以上を囲むように

設置する、ペーパーホルダーなど便所特有の機能を有する等、便所専用のもの（Ｄ５－４９５）以外は、部品

を含みＬ３－２０２９に分類する。 

住宅衛生設備室以外で用いられる取っ手・手すりは、設置する場所によって分類が別れるが、住宅衛生

設備室に用いられるものは設置する場所を問わずＬ３－２０２９に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅衛生設備室以外で用いられる取っ手・手すりで、ペーパーホルダーなど便所特有の機能を有する等、

便所専用のものはＤ５－４９５（便所用介助具）に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

便器周辺に取り付ける取っ手・手すりもＬ３－２０２９に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｌ３－２０２９ 

登録 1285215 

「浴室用手すり」 

 

Ｌ３－２０２９ 

登録 1285976 

「手すり」 
【意匠に係る物品の説明】 
本願物品は、使用状況参考図にあるように、主として、ト

イレ、浴室、玄関等に、設置して、使用するものである。

 

Ｄ５－４９５ 
登録 1173324 号 

「大便器用肘掛けの

取 付 用 フ レ ー ム 」

 

Ｄ５－４９５ 
登録 1102508  

「便器用背もたれ付き手すり」

 

 

Ｄ５－４９５ 
登録 1188335 号 

「手すりペーパーホルダー」 

 

Ｌ３－２０２９ 

登録 1150869 号 

手摺り

 

Ｌ３－２０２９ 

登録 1150873 号 
手すりの握り棒

 

Ｌ３－２０２９ 
登録 1094378 号 

介助用手摺り

 

Ｌ３－２０２９ 
登録 1077966 号 

介助用手摺り
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９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

手すり用笠木 手すり用笠木材 階段手すり用笠木材 

階段手すり用笠木材 道路さく用笠木 道路さく用笠木材 

建築用ガードレール用板 建築用ガードレール用板材 塀用笠木 

 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５９３ Ａ 端部加工無し 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５４２０ 一 塀、さく及び手すり用笠木 

Ｌ３－５４２１ 一 塀用笠木 

Ｌ３－５４７０ 一 道路さく、橋りょうさく等構成部材 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

塀、さく、手すり等に用いられる笠木のうち、長手方向の端部に加工が無いものに付与する。ブラケットを介

さず壁に直接取り付けられる建築用ガードレールで端部加工されてないもの、路用防音壁の笠木、断面形

状が長手方向に連続したものにも付与する。長尺または定尺を問わない。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

道路用ガードレール板はＬ３―５９０（門、塀、さく等部品及び付属品）に分類する。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

手すり用笠木 手すり用笠木材 階段手すり用笠木材 

階段手すり用笠木材 道路さく用笠木 道路さく用笠木材 

建築用ガードレール用板 建築用ガードレール用板材 塀用笠木 

 

登録 1163027  

「塀用笠木」 

登録 1178055  
「建物用手摺付き 

ガードレールのカバー材」 

登録 1177909  

「笠木」 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５９４ 塀、さく、手すり等笠木受け 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５４３０ 全 塀、さく及び手すり用笠木受け 

Ｌ３－５４３１ 全 塀用笠木受け 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

手すり用笠木受け 手すり用笠木受け材 階段手すり用笠木受け 

階段手すり用笠木受け材 道路さく用笠木受け 道路さく用笠木受け材 

塀用笠木受け 塀用笠木受け材 ベランダ手すり用笠木受け 

ベランダ手すり用笠木受け材   
８ 

定義 

ベランダ、テラス、階段、窓用手摺、壁付け手摺の笠木取付枠、塀用の小型屋根状笠木の取付枠、受け枠

を分類する。道路さく用笠木受けを含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

手すり用笠木 手すり用笠木材 階段手すり用笠木材 

階段手すり用笠木材 道路さく用笠木 道路さく用笠木材 

 

登録 978029 号   笠木係止部材 Ｌ３－５９４Ａ 

    

登録 972288 号 手摺材 Ｌ３－５９４Ａ 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５９４ Ａ 端部加工無し 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５４３０ 一 塀、さく及び手すり用笠木受け 

Ｌ３－５４３１ 一 塀用笠木受け 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

ベランダ、テラス、階段、窓用手摺、壁付け手摺の笠木取付枠、塀用の小型屋根状笠木の取付枠、受け枠

のうち、長手方向の端部に加工が無いものに付与する。道路さく用笠木受けを含む。断面形状が長手方向

に連続したものに付与する。長尺または定尺を問わない。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

手すり用笠木 手すり用笠木材 階段手すり用笠木材 

階段手すり用笠木材 道路さく用笠木 道路さく用笠木材 

 

登録 972288  

「手摺材」 

登録 978029  

「笠木係止部材」 

登録 1173839  

「手すり用芯材」 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５９５０ 門、塀、さく等枠 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５４４ 全 門扉用枠及び塀用枠 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－１３ 足場用枠、手すり 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

門扉用枠体 さく用枠体 塀用枠体 

   
８ 

定義 

門扉及び塀用の外枠体を分類する。縦横枠、上下枠を問わない。 

伸縮門扉の可動側の扉の外枠を含む。面格子用枠体を含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

枠材はＬ３－５９５１に分類する。 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

門扉用枠体 さく用枠体 面格子用枠体 

   

 

登録 978527  
「塀用枠」 

登録 1068988  
「面格子用枠」 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５９５１ 門、塀、さく等枠材等 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５４０ 一 門扉、塀、さく等構成部材 

Ｌ３－５４５０ 全 門扉、塀、さく及び手すり用立子 

Ｌ３－５４５０Ａ 全 門扉、塀、さく及び手すり用立子（板状） 

Ｌ３－５４５１ 全 門扉、塀、さく及び手すり用横桟 

Ｌ３－５４５２ 全 窓用さく取付け桟 

Ｌ３－５４６ 全 塀、さく及び手すり用下枠 

Ｌ２－５４２ 一 防雪さく及び雪崩予防さく 

Ｌ２－５４３ 一 道路用防音壁 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－１３ 足場用枠、手すり 

Ｌ１－２０ 仮設用支保工 

Ｌ１－２１００ 端太 

Ｌ１－２２００ 仮設用支柱、梁 

Ｌ１－２３ 土留め用支保工 

Ｌ３－５９５１ 門、塀、さく等枠材等 

Ｌ７－１１ 建物用基本構造材 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

門扉用枠材 塀用枠材 窓用さく横桟 

窓用さく横桟材 階段手すり用横桟 階段手すり用横桟材 

窓用さく取付け桟 窓用さく取付け桟材 ベランダ手すり用下枠 

ベランダ手すり用下枠材 階段手すり用下枠 階段手すり用下枠 

階段手すり用下枠材 さく用立子 さく用立子材 

階段手すり用立子 階段手すり用立子材 手すり用立子 

手すり用立子材 窓用面格子材 防音壁用枠材 
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定義 

門扉、塀、さく及び手すり等構成部材のうち、さく用支柱、笠木、笠木受け、門扉及び塀用外枠を除いた構成

部材を分類する。立子、横桟、窓用さく取付桟、塀、さく、及び手摺用下枠など。面格子材もここに分類する。 

このうち、端部加工無しはＬ３－５９５１Ａ、板型はＬ３－５９５１ＢＡ、ロの字型はＬ３－５９５１ＢＢ、装飾有りは

Ｌ３－５９５１Ｃを付与する。 

防風、防雪さく及び及び道路用防音壁の構成枠材もここに分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

門扉用枠材 塀用枠材、 窓用さく横桟 

窓用さく横桟材 階段手すり用横桟 階段手すり用横桟材 

階段手すり用横桟材 窓用さく取付桟 窓用さく取付桟材 

ベランダ手すり用下枠 ベランダ手すり用下枠材 階段手すり用下枠 

階段手すり用下枠材 さく用立子 さく用立子材 

階段手すり用立子材 階段手すり用立子 手すり用立子 

手すり用立子材 面格子材  

 

登録 1067396  
「門扉用縦桟」 

登録 1142767   
「フェンス用枠」 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５９５１ Ａ 端部加工無し 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５４０ 一 門扉、塀、さく等構成部材 

Ｌ３－５４５０ 一 門扉、塀、さく及び手すり用立子 

Ｌ３－５４５０Ａ 一 門扉、塀、さく及び手すり用立子（板状） 

Ｌ３－５４５１ 一 門扉、塀、さく及び手すり用横桟 

Ｌ３－５４５２ 一 窓用さく取付け桟 

Ｌ３－５４６ 一 塀、さく及び手すり用下枠 

Ｌ２－５４２ 一 防雪さく及び雪崩予防さく 

Ｌ２－５４３ 一 道路用防音壁 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

門扉、塀、さく及び手すり等構成部材のうち、笠木、笠木受け、門扉及び塀用外枠を除いた構成部材、例え

ば立子、横桟、窓用さく取付桟、塀、さく、及び手摺用下枠、面格子材などで、断面形状が長手方向に連続

したものを分類する。長尺または定尺を問わない。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

端部加工無しに該当する意匠で、板型はＬ３－５９５１ＢＡ、ロの字型はＬ３－５９５１ＢＢ、装飾有りはＬ３－５

９５１Ｃを付与する。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

門扉用枠材 塀用枠材、 窓用さく横桟 

窓用さく横桟材 階段手すり用横桟 階段手すり用横桟材 

階段手すり用横桟材 窓用さく取付桟 窓用さく取付桟材 

ベランダ手すり用下枠 ベランダ手すり用下枠材 階段手すり用下枠 

階段手すり用下枠材 さく用立子 さく用立子材 

階段手すり用立子材 階段手すり用立子 手すり用立子 

手すり用立子材 面格子材  

   

 

登録 1109124   

「面格子用桟材」 

登録 1068989  

「格子材」 

登録 1056792  

「窓用さく横桟材」 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５９５１ ＢＡ 板型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５４０ 一 門扉、塀、さく等構成部材 

Ｌ３－５４５０ 一 門扉、塀、さく及び手すり用立子 

Ｌ３－５４５０Ａ 一 門扉、塀、さく及び手すり用立子（板状） 

Ｌ３－５４５１ 一 門扉、塀、さく及び手すり用横桟 

Ｌ３－５４５２ 一 窓用さく取付け桟 

Ｌ３－５４６ 一 塀、さく及び手すり用下枠 

Ｌ２－５４２ 一 防雪さく及び雪崩予防さく 

Ｌ２－５４３ 一 道路用防音壁 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

門扉、塀、さく及び手すり等構成部材のうち、笠木、笠木受け、門扉及び塀用外枠を除いた構成部材、例え

ば立子、横桟、窓用さく取付桟、塀、さく、及び手摺用下枠、面格子材などで、板型のものに付与する。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

板型のうち、端部加工無しのものはＬ３－５９５１Ａを複数付与する。また、ロの字型（ＢＡを除く）はＬ３－５９５

１ＢＢ、装飾有りはＬ３－５９５１Ｃを付与する。 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には  Ｌ３－５９５１ 

          を付与する。 

ＢＢ ロの字型（ＢＡ除く） 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

門扉用枠材 塀用枠材、 窓用さく横桟 

窓用さく横桟材 階段手すり用横桟 階段手すり用横桟材 

階段手すり用横桟材 窓用さく取付桟 窓用さく取付桟材 

ベランダ手すり用下枠 ベランダ手すり用下枠材 階段手すり用下枠 

階段手すり用下枠材 さく用立子 さく用立子材 

階段手すり用立子材 階段手すり用立子 手すり用立子 

手すり用立子材 面格子材  

   

 

登録 1013665 「フェンス用目隠し材」 登録 1157400  「バルコニー用面

材」 

登録 1158569 「建築用装飾板材」 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５９５１ ＢＢ ロの字型（ＢＡ除く） 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５４０ 一 門扉、塀、さく等構成部材 

Ｌ３－５４５０ 一 門扉、塀、さく及び手すり用立子 

Ｌ３－５４５１ 一 門扉、塀、さく及び手すり用横桟 

Ｌ３－５４５２ 一 窓用さく取付け桟 

Ｌ３－５４６ 一 塀、さく及び手すり用下枠 

Ｌ２－５４２ 一 防雪さく及び雪崩予防さく 

Ｌ２－５４３ 一 道路用防音壁 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

門扉、塀、さく及び手すり等構成部材のうち、笠木、笠木受け、門扉及び塀用外枠を除いた構成部材、例え

ば立子、横桟、窓用さく取付桟、塀、さく、及び手摺用下枠、面格子材などで、ロの字型のものに付与する。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

ロの字型のうち、端部加工無しのものはＬ３－５９５１Ａを複数付与する。また、板型ははＬ３－５９５１ＢＡ、装

飾有りはＬ３－５９５１Ｃを付与する。 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には Ｌ３－５９５１ 

          を付与する。 

ＢＡ 板型 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

門扉用枠材 塀用枠材、 窓用さく横桟 

窓用さく横桟材 階段手すり用横桟 階段手すり用横桟材 

階段手すり用横桟材 窓用さく取付桟 窓用さく取付桟材 

ベランダ手すり用下枠 ベランダ手すり用下枠材 階段手すり用下枠 

階段手すり用下枠材 さく用立子 さく用立子材 

階段手すり用立子材 階段手すり用立子 手すり用立子 

手すり用立子材 面格子材  

 

登録 1109123 

「面格子用桟材」 
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 1

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５９５１ Ｃ 装飾有り 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５４０ 一 門扉、塀、さく等構成部材 

Ｌ３－５４５０ 一 門扉、塀、さく及び手すり用立子 

Ｌ３－５４５０Ａ 一 門扉、塀、さく及び手すり用立子（板状） 

Ｌ３－５４５１ 一 門扉、塀、さく及び手すり用横桟 

Ｌ３－５４５２ 一 窓用さく取付け桟 

Ｌ３－５４６ 一 塀、さく及び手すり用下枠 

Ｌ２－５４２ 一 防雪さく及び雪崩予防さく 

Ｌ２－５４３ 一 道路用防音壁 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

門扉、塀、さく及び手すり等構成部材のうち、笠木、笠木受け、門扉及び塀用外枠を除いた構成部材、例え

ば立子、横桟、窓用さく取付桟、塀、さく、及び手摺用下枠、面格子材などで、立体的に装飾が施されている

ものに付与する。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

装飾が施されているもののうち、端部加工無しのものはＬ３－５９５１Ａを、板型ははＬ３－５９５１ＢＡを、ロの

字型はＬ３－５９５１ＢＢを複数付与する。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には  

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

門扉用枠材 塀用枠材、 窓用さく横桟 

窓用さく横桟材 階段手すり用横桟 階段手すり用横桟材 

階段手すり用横桟材 窓用さく取付桟 窓用さく取付桟材 

ベランダ手すり用下枠 ベランダ手すり用下枠材 階段手すり用下枠 

階段手すり用下枠材 さく用立子 さく用立子材 

階段手すり用立子材 階段手すり用立子 手すり用立子 

手すり用立子材 面格子材  

 

登録 1057354  

「手摺り子」 

登録 952498  

「手すり用支柱」 
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1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５９６ 門、塀、さく用装飾体 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５２９ 一 門柱部品及び付属品 

Ｌ３－５３９１ 全 さく用装飾体 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－５００ 門、塀、さく等 

Ｌ３－５１００ 門扉 

Ｌ３－５２００ 門柱 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり 

Ｌ３－５９０ 門、塀、さく等部品及び付属品 

Ｌ６－０４ 壁面及び建具用装飾体 

Ｌ６－１００ 建築用板 

Ｌ６－１０１ 建築用装飾板 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

さく用装飾板 さく用飾り金具  

   
 

定義 

装飾のために門、塀、さく等に取り付けられるものを分類する。 

登録 1170674 
「建築用装飾板」 

登録 1124150 
「建築用装飾板」 

登録 998962 
「フェンス用装飾体」 

登録 1068782 
「建築用装飾体」 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

さくの本体部分を構成するパネル（直接支柱に取り付けるもの）はさく（Ｌ３－５３００）に分類されるが、さらに

それに取り付けて、使用されるものは、パネル状のものでも、ここに分類される。 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

建築用装飾板 さく用飾り板 フエンス用装飾体 

門扉用飾り金具   

 

登録 1058449-001 
「バルコニー用装飾板」 

登録 1073239 
「建築用装飾板」 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５９７０ 門、塀、さく等金具金物 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５１９０ 一 門扉部品及び付属品 

Ｌ３－５２９ 一 門柱部品及び付属品 

Ｌ３－５３９０ 一 さく部品及び付属品 

Ｌ３－５４９ 一 門扉、塀、さく等構成部材部品及び付属品 

Ｌ２―５４２ 一 防雪さく及び雪崩予防さく 

Ｌ２－５４３ 一 道路用防音壁 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－５６ 仮設さく用固着具 

Ｌ４－５１０ 建物構造材用金具 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

門扉用接続具   

   
８ 

定義 

門扉、塀、さく用の金具及び金物を分類する。このうち、基本形状平板型はＬ３－５９７０Ａ、基本形状立体折

れ曲がり型（コの字、Ｌ字、Ｔ字型）にはＬ３－５９７０Ｂを付与し、基本形状立体折れ曲がり型で、コの字、Ｌ

字、Ｔ字型以外にはＤタームは付与しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防音壁用金具もここに分類する 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

門扉用接続具 フェンス用固定金具  

   

 

登録 1160176   
「柵用支柱用ベルト受具」 

登録 990331  
「門扉用飾金具」 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５９７０ Ａ 基本形状平板型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５１９０ 一 門扉部品及び付属品 

Ｌ３－５２９ 一 門柱部品及び付属品 

Ｌ３－５３９０ 一 さく部品及び付属品 

Ｌ３－５４９ 一 門扉、塀、さく等構成部材部品及び付属品 

Ｌ２―５４２ 一 防雪さく及び雪崩予防さく 

Ｌ２－５４３ 一 道路用防音壁 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－５６ 仮設さく用固着具 

Ｌ４－５１０Ａ 建物構造材用金具 基本形状平板型 

  
 

定義（図例必須） 

門扉、塀、さく用の金具及び金物のうち、基本形状が平板型のものに付与する。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

基本形状立体折れ曲がり型（コの字、Ｌ字、Ｔ字型）はＬ３－５９７０Ｂを付与する。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には   Ｌ３－５９７０ 

          を付与する。 

Ｂ 基本形状立体折れ曲がり型（コの字、Ｌ字、Ｔ字型） 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

門扉用接続具 フェンス用固定金具  

   

 

登録 1088396  

「手摺り支柱用角度調整スペーサー」 

登録 1159599  

「笠木受け金具」 

登録 1124030  

「門扉の飾板具」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－５９７０ Ｂ 基本形状立体折れ曲がり型（コの字、Ｌ字、Ｔ字型） 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５１９０ 一 門扉部品及び付属品 

Ｌ３－５２９ 一 門柱部品及び付属品 

Ｌ３－５３９０ 一 さく部品及び付属品 

Ｌ３－５４９ 一 門扉、塀、さく等構成部材部品及び付属品 

Ｌ２―５４２ 一 防雪さく及び雪崩予防さく 

Ｌ２－５４３ 一 道路用防音壁 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－５６ 仮設さく用固着具 

Ｌ４－５１０Ｂ 建物構造材用金具 基本形状立体折れ曲がり型 
 

定義（図例必須） 

門扉、塀、さく用の金具及び金物のうち、基本形状が立体折れ曲がり型（コの字、Ｌ字、Ｔ字型）のものに付

与する。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

基本形状平板型はＬ３－５９７０Ａを付与する。基本形状立体折れ曲がり型で、コの字、Ｌ字、Ｔ字型以外に

はＤタームは付与しない。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には   Ｌ３－５９７０ 

          を付与する。 

Ａ 基本形状平板型 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1168201  

「遮音板の留め金具」 

登録 1158266  

「フェンス下桟固定金具」 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－５９７２ 門、さく、手すり用継ぎ手 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－５４９ 一 門扉、塀、さく等構成部材部品及び付属品 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ１－５６ 仮設さく用固着具 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

さく用継ぎ手   

   

   

   
８ 

定義 

手すり、柵等の笠木材を連結する金具を分類する。ブラケット付き継ぎ手はここに分類する。 

意匠に係る物品がブラケットであっても、笠木等を差し込んで連結し継ぎ手として使用されているものは、こ

こに分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

笠木のエンドキャップはＬ３－５９７３に分類する。 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

さく用継ぎ手   

   

 

登録 1157932  
「手摺り用ブラケット」 

登録 1158794  
「衝撃吸収柵用連結具」 

登録 1158147  
「手摺連結具」 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－６０ 屋外設備具及び屋外造作物 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－６０ 全 噴水 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ０－０ Ｌ１～Ｌ７に属さないその他の土木建築用品雑 （モニュメント、碑） 

Ｌ３－０ その他の組立て家屋、屋外装備品等 

Ｌ３－１００ 施設物 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

噴水   

   
 

定義 

屋外に設置される設備具、造作物のうち、下位の分類に含まれないもの。噴水等。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

門、塀、さく等は、Ｌ３－５台。 
 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 632222 

「噴水塔」 

登録 820623  

「池内装飾置物」 

登録 978265  

「噴水」 

登録 1018439 

「噴水」 
登録 666303 

「太陽電池付浮遊式噴水器」 

登録 1030341  

「噴水器」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－６１０ 太陽熱利用温水器 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－６１０ 全 太陽熱利用温水器 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

太陽熱利用温水器   

   

   
８ 

定義 

屋根の上等の屋外に設置される太陽熱を利用した温水器 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

太陽光発電パネルはＨ１－８３。 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 620944-001 

「太陽熱利用温水器」 

登録 666302-001 

「太陽熱利用温水器」 

登録 588281 

「太陽熱温水器」 

登録 216767 

「太陽熱利用温水器」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－６１９ 太陽熱利用温水器部品及び付属品 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－６１９ 全 太陽熱利用温水器部品及び付属品 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ１－８３ 太陽電池 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

太陽熱利用温水器用給水管 太陽熱利用温水器用置台 太陽熱利用温水器用集熱板 

太陽熱利用温水器用反射鏡 太陽熱利用温水器用給水タンク  

   
８ 

定義 

屋根の上等の屋外に設置される太陽熱を利用した温水器用の部品及び付属品 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 714799 

「ソーラー架台」 

登録 623688 

「太陽電池付 

太陽熱温水器用単位板」 

登録 673865 

「太陽熱利用装置の膨張タンク」 

登録 709637 

「太陽熱温水器用集熱板」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

 
っっ っ っ

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－６２０ 高置水槽等 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－６２０ 全 高置水槽等 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－１００ 施設物（高架タンク） 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

高置水槽 貯水タンク 組立て水槽 

設置用水槽 燃焼器具用燃料タンク  

   
８ 

定義 

屋外に固定して設置される（地下に埋設される水槽は除く）水槽。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

暖房器に直接繋いだタンクおよび観賞魚用水槽は含まれない。 

 
９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 505560 

「高架水槽」 

登録 1041882 「灯油用タンク」 

登録 1082307 

「貯水タンク」 

登録 1026025 

「貯水槽」 

登録 1178320 「雨水利用槽」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－６２０ ＡＡ 直方体型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－６２０ 一 高置水槽等 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

直方体型 

…全体形状がほぼ直方体状の水槽、タンク。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＢ 円筒型 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1165300  

「貯水槽」 L3-620AA, B 

登録 968884  

「貯水槽」 L3-620AA 

登録 1016745  

「貯水槽」 L3-620AA, B 

登録 760835  

「消雪用水槽」 

L3-620AA, B 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－６２０ ＡＢ 円筒型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－６２０ 一 高置水槽等 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

円筒型 

…全体形状がほぼ円筒形状の水槽、タンク。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 直方体型 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1063366 

「天水貯水槽 L3-62  

 
登録 686436 

「タンク」 L3-620AB 

登録 719383 「非常用貯水槽」 L3-620AB 

登録 673864 

「タンク」 L3-620AB 

登録 1037116 

「天水貯留槽」 

L3-620AB 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

 1

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－６２０ Ｂ パネル集合体型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－６２０ 一 高置水槽等 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

パネル集合体型 

…周縁に接合部分を形成した扁平なパネル、または成形したパネルを複数個組み合わせて形成した

水槽、タンク。 

 

登録 637366 

「ポンプ室付水槽」 

L3-620AA, B 

登録 592050 

「組立水槽」 

L3-620AA, B 

登録 752083-007 「組立水槽」 

L3-620AA, B 

登録 637346 「水槽」 

L3-620AA, B 

登録 957662 「貯水槽」 

L3-620B 

登録 1016738 「貯水槽」 

L3-620AB, B 

登録 1180261 

「貯水槽」 

L3-620B 

登録 1182117 「貯水槽」 L3-620B 

登録 968877 「貯水槽用補助水槽」 

L3-620AB, B 

登録 1166299 「貯水槽」 L3-620B 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｌ３－６２９０ 高置水槽等部品及び付属品 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－６２９０ 全 高置水槽等部品及び付属品 

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

高置水槽用置台 高置水槽用ふた 高置水槽用取付け支持具 

水槽用接続固定具 水槽用補強具  
 

定義 

屋外に設置される水槽、高置水槽用の部品及び付属品（設置用水単位板を除く）。 

登録 894553 

「貯留槽の支持固定具」 

登録 822219 

「組立てタンク用置台」 

登録 886221 

「水槽用補強金具」 

登録 962045 

「灯油タンク用保護カバー」 

登録 601406 

「液体貯蔵槽用蓋」 

登録 923086 

「圧力容器用作業者操作口の蓋」 

登録 971501-0001 「水槽用天井パネル支持梁材」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

 2

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

D C S  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－６２９１ 高置水槽用パネル 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－６２９１ 全 高置水槽用パネル 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

高置水槽用パネル 高置水槽用屋根板 高置水槽用コーナーパネル 

高置水槽用底板   
 

定義 

屋外に設置される水槽、高置水槽の外壁を構成するための各種部位の単位体のパネル（一壁板）。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 968881 「貯水槽の屋根材」 

登録 957644 

「貯水槽の屋根」 

登録 898720 

「タンク組立用単位板」 

登録 696328 「タンク組立単位板」 登録 899971 

「水槽用コーナーパネル」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－６２９１ ＡＡ 正方形 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－６２９１ 一 高置水槽用パネル 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

正方形 

…全体形状がほぼ扁平正方形状のパネル。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＢ 長方形 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1059468 

「貯蔵槽組立用単位板」 

登録 750477 

「組立水槽用鉄パネル」 

登録 924309 

「タンク用単位板」 

登録 1112629 

「貯蔵槽組立用単位板」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－６２９１ ＡＢ 長方形 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－６２９１ 一 高置水槽用パネル 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

長方形 

…扁平長方形のパネル 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 正方形 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 684706  

「タンク組立用単位板」 
登録 710215 

「タンク組立用単位板」 

登録 1148225  

 「貯水槽側板材」 

登録 1110518-003 

「貯水槽用側板」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｌ３－６２９１ Ｂ 点検口付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－６２９１ 一 高置水槽用パネル 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

点検口付き 

…扁平形状のパネルのどこかに点検口があるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 678110 

「貯水槽用蓋受枠」 

L3-6291AA，B 

 

登録 1017795 

「タンク組立用単位板」 

L3-6291AA，B 

 

 

登録 678340  

「組立水槽用蓋」 

L3-6291AA，B 
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分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－７０ 内装 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－２０００ 建物 

Ｌ３－２１ 住宅 

Ｌ３－２４ 店舗 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

病室の内装 空港ターミナルロビーの内装 ホテルの客室の内装 

   
８ 

定義 

施設の内装のうち、下位の分類に属さないもの。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

複数の物品等から構成されると認められないものは、内装の意匠とは認められないため、ここに分類しない

（建築物の壁面のみ等）。 

建物等の内部であって、例えば意匠に係る物品の欄に「家屋」と記載されたものなど、意匠に係る物品の欄

に「～の内装」又は「～用内装」との記載がないものはここに分類せず、それぞれの用途・機能に応じた建物

等に分類する。用途・機能が特定されない建物等の内部であってその建物の外観が開示されないものは、Ｌ

３－０に分類する。 
 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

意匠に係る物品の欄に「～の内装」又は「～用内装」と記載されたものをここに分類する。 

ホテルのロビーにカフェが併設されている場合など、一の空間において複合的な用途を持つ内装は、施設

自体の用途に従って分類を付与する（この場合はホテルの一空間の内装としてＬ３－７０を付与する）。 

複数の用途を有する内装は、主な用途及び全体に占める空間の割合を考慮して分類する。 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   
 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－７１ 事務所又は教育施設の内装 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－２０００ 建物 

  

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

オフィスの執務室の内装 教室の内装 図書室の内装 

   
 

定義 

事務所又は教育施設の内装を分類する。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

複数の物品等から構成されると認められないものは、内装の意匠とは認められないため、ここに分類しない

（建築物の壁面のみ等）。 

建物等の内部であって、例えば意匠に係る物品の欄に「家屋」と記載されたものなど、意匠に係る物品の欄

に「～の内装」又は「～用内装」との記載がないものはここに分類せず、それぞれの用途・機能に応じた建物

等に分類する。用途・機能が特定されない建物等の内部であってその建物の外観が開示されないものは、Ｌ

３－０に分類する。 
 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

意匠に係る物品の欄に「～の内装」又は「～用内装」と記載されたものをここに分類する。 

複数の用途を有する内装は、主な用途及び全体に占める空間の割合を考慮して分類する。 

 

過去に分類した物品の名称 

オフィス空間のショールームの

内装 

オフィスの休憩室の内装 職員室の内装 

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－７２ 住宅の内装 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－２１ 住宅 

  

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

住宅用リビングの内装 住宅用キッチンの内装 住宅用寝室の内装 

   
 

定義 

住宅の内装を分類する。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

複数の物品等から構成されると認められないものは、内装の意匠とは認められないため、ここに分類しない

（建築物の壁面のみ等）。 

建物等の内部であって、例えば意匠に係る物品の欄に「家屋」と記載されたものなど、意匠に係る物品の欄

に「～の内装」又は「～用内装」との記載がないものはここに分類せず、それぞれの用途・機能に応じた建物

等に分類する。用途・機能が特定されない建物等の内部であってその建物の外観が開示されないものは、Ｌ

３－０に分類する。 
 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

意匠に係る物品の欄に「～の内装」又は「～用内装」と記載されたものをここに分類する。 

複数の用途を有する内装は、主な用途及び全体に占める空間の割合を考慮して分類する。 

 

過去に分類した物品の名称 

マンション共用部の内装   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－７３ 店舗の内装 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－２４ 店舗 

  

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

レストランの内装 書店の内装 食料品店の内装 

衣料品店の内装 ドラッグストアの内装  
 

定義 

店舗の内装を分類する。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

複数の物品等から構成されると認められないものは、内装の意匠とは認められないため、ここに分類しない

（建築物の壁面のみ等）。 

建物等の内部であって、例えば意匠に係る物品の欄に「家屋」と記載されたものなど、意匠に係る物品の欄

に「～の内装」又は「～用内装」との記載がないものはここに分類せず、それぞれの用途・機能に応じた建物

等に分類する。用途・機能が特定されない建物等の内部であってその建物の外観が開示されないものは、Ｌ

３－０に分類する。 
 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

意匠に係る物品の欄に「～の内装」又は「～用内装」と記載されたものをここに分類する。 

複数の用途を有する内装は、主な用途及び全体に占める空間の割合を考慮して分類する。 

 

過去に分類した物品の名称 

回転寿司店の内装   

   

 




